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第１章 マクロ経済運営の基本的考え方 
 

１．本基本方針の考え方  

我が国は内外の歴史的・構造的な変化と課題に直面している。世界においては、ロシア

によるウクライナ侵略が国際秩序の根幹を揺るがす中でこれまで以上に重要となる「法の

支配に基づく自由で開かれた国際秩序」の維持・強化、インフレ圧力と欧米各国の急速な

金融引締めによる世界経済の下振れリスクへの対応、深刻さを増す世界規模での気候変動

や災害問題の克服、エネルギー・食料問題を含む経済安全保障に対応したサプライチェー

ンの再構築など、世界的な課題に対する果断な対応と国際協調が一層求められている。国

内においては、四半世紀にわたるデフレ経済からの脱却、急速に進行する少子化とその背

景にある若年層の将来不安への対応、雇用形態や年齢、性別等を問わず生涯を通じて自ら

の働き方を選択でき、格差が固定化されない誰もが暮らしやすい包摂社会の実現、気候変

動や新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえた持続可能な経済社会の構築など、我々の

意識の変化や社会変革を求める構造的な課題に直面している。我が国は、こうした「時代

の転換点」とも言える内外の構造的な課題の克服に向け、大胆な改革を進めることにより、

新時代にふさわしい経済社会を創造していかなくてはならない。 

岸田政権が進める「新しい資本主義」は、こうした変化に対応した経済社会の変革を進

め、社会課題の解決に向けた取組それ自体を成長のエンジンに変えることで、持続可能で

包摂的な社会を構築し、裾野の広い成長と適切な分配が相互に好循環をもたらす「成長と

分配の好循環」を目指すものである。 

四半世紀にわたり、我が国のマクロ経済政策運営においては、常にデフレとの闘いがそ

の中心にあった。世界的な経済構造変化が生じる中でも、国内ではデフレによる需要停滞

と新興国とのコスト競争を背景に企業はコスト削減を優先せざるを得ず、国内市場よりも

海外市場を求めて海外生産比率を高め、国内投資を抑制し、労働者の賃金も抑制された。

結果として、イノベーションの停滞、不安定な非正規雇用の増加や格差の固定化懸念、中

間層の減少などの新たな課題に直面してきた。 

こうした状況に対し、岸田政権では「新しい資本主義」を掲げ、従来「コスト」と認識

されてきた賃金や設備・研究開発投資などを「未来への投資」と再認識し、人への投資や

国内投資を促進する政策を展開している。こうした政策展開もあいまって、30年ぶりとな

る高い水準となる賃上げ、企業部門に醸成されてきた高い投資意欲など、これまでの悪循

環を断ち切る挑戦が確実に動き始めている。今こそ、こうした前向きな動きを更に加速さ

せるときである。 

まず、コストの適切な転嫁を通じたマークアップの確保を行うとともに、高い賃金上昇

を持続的なものとするべく、リ・スキリングによる能力向上の支援など三位一体の労働市

場改革を実行し、構造的賃上げの実現を通じた賃金と物価の好循環へとつなげる。あわせ

て、人への投資、グリーン、経済安全保障など市場や競争に任せるだけでは過少投資とな

りやすい分野について、官が的を絞った公的支出を行い、これを呼び水として民間投資を

拡大させる。これにより、官と民が協働して社会課題を解決しながら、それを成長のエン

ジンとして持続的な成長に結び付けていく。 
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まさに、「新しい資本主義」を通じて、経済の付加価値を高め、企業が上げた収益を構

造的賃上げによって労働者に分配し、消費も企業投資も伸び、更なる経済成長が生まれる

という「成長と分配の好循環」を成し遂げる。また、社会全体でこども・子育てを支える

社会の構築や全てのこどもがチャンスを得られる教育制度の確保、生活の安定や将来の安

心の基盤となる社会保障制度の持続可能性の向上、多様な価値観が尊重される包摂社会の

実現に向けた取組等を通じ、分厚い中間層を復活させていく。 

さらに、こども・子育て政策は最も有効な未来への投資であり、「こども未来戦略方針」
1に沿って、政府を挙げて取組を抜本強化し、少子化傾向を反転させる。 

Ｇ７広島サミットにおいて、経済安全保障の観点も踏まえつつ、民間による人への投資

や設備・研究開発投資の喚起を通じて持続的成長を目指す取組の重要性が共通認識となっ

た。それは、供給サイドの改革の重要性を改めて強調したものである。我が国は、世界に

先駆けて、「新しい資本主義」の旗印の下、予算・税制、規制・制度改革を総動員し、グ

ローバルリスクにも対応しつつ持続的成長を実現する、新たな経済社会の創造に向けた改

革を力強く進めるとともに、Ｇ７広島サミット等を契機として、政策運営の国際的なコン

センサス形成と、同志国等との連携強化に向けた議論をリードしていく。 

このため、本「経済財政運営と改革の基本方針2023」においては、 

・ 内外の環境変化に対応したマクロ経済運営の基本的考え方を示すとともに、「新しい

資本主義」の実現に向けた構造的賃上げの実現や人への投資、分厚い中間層の形成に

向けた取組や、ＧＸ・ＤＸ、スタートアップ推進や新たな産業構造への転換など、官

と民が連携した投資の拡大と経済社会改革の実行に向けた基本方針を示す。 

・ 少子化のトレンドを反転させるべく、こども・子育て政策の抜本的強化に向けた道筋

を示す。あわせて、多様性が尊重され全ての人が力を発揮できる包摂的な社会や地域

の中小企業の活力を引き出し特色ある地方創生を実現するための方針を示す。 

・ Ｇ７広島サミットの成果も踏まえた戦略的な外交・安全保障や我が国経済を強靱なも

のとする経済安全保障、エネルギー・食料安全保障についての方針を示すとともに、

自然災害から国民を守る防災・減災、国土強靱化の推進、東日本大震災等からの復興、

国民生活の安全・安心に向けた方針を示す。 

・ その上で、これら政策遂行の基盤となる中長期の視点に立った経済財政運営の方針を

示し、令和６年度予算編成の考え方を提示する。 

 

２．環境変化に対応したマクロ経済運営 

マクロ経済運営について、政府と日本銀行との緊密な連携の下、経済・物価・金融情勢

に応じて機動的な政策運営を行っていく。 

政府としては、まずは、輸入物価上昇を起点とした外生的な物価上昇から、賃金上昇や

コストの適切な価格転嫁を伴う「賃金と物価の好循環」を目指し、下請取引適正化を始め

とする中小企業の価格転嫁対策、最低賃金の継続的引上げに向けた環境整備、適切な労働

市場改革等を進める。 

                         
1 令和５年６月13日閣議決定。 
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あわせて、生産性向上とイノベーション促進に向けた民間投資を引き出すとともに、人

への投資、ＧＸなど社会課題の解決に向けた官民連携投資、さらに海外からの人材や資金

の積極的な呼び込み等を通じ、国内投資の持続的な拡大を図る。また、効率化投資の促進

を含め構造的な人手不足の問題の克服に向けた取組を進めるとともに、スタートアップ推

進に向けた取組を抜本強化し、産業構造の転換と経済社会改革を促進する。こうして「賃

金と物価の好循環」に持続性を確保しつつ、成長力の向上と家計所得の幅広い増加に裏打

ちされた消費・国内需要の持続的拡大が実現する「成長と分配の好循環」を目指す。 

日本銀行においては、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、賃金の上昇を伴う形で、２％

の物価安定の目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 

こうした取組を通じ、今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起

する成長戦略を一体的に進めつつ、長らく続いたデフレマインドを払拭し、期待成長率を

高めることでデフレに後戻りしないとの認識を広く醸成し、デフレ脱却につなげていく。 

経済財政諮問会議においては、財政政策と金融政策のポリシーミックスを含むマクロ経

済政策運営の状況、物価や賃金、分配面も含めた経済の状況、経済財政の構造改革の取組

状況などについて、定期的に検証していく。 

 

３．持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化 

我が国の人口は、コロナ禍の影響もあり、減少速度が加速しており、今後10年で５％減

少した後、50年後（2070年）には現在の７割を切ると見込まれる2。このため、異次元の少

子化対策に全力で取り組みつつ、本格化する人口減少社会において持続的成長と安心で幸

せを実感できる経済社会を実現できる経済構造を作っていかなければならない。このため

にも、「新しい資本主義」の下、新たな行動を実行に移す企業・個人を積極的に後押しす

ることで、民需主導の持続的・安定的な経済成長を実現する。 

こうした状況について、経済活動に伴う収支を示す貯蓄・投資バランスから見ると、我

が国では、バブル崩壊以降、高齢化を背景に家計の貯蓄率は低下傾向にある一方、企業は

投資超過から余剰資金を保有する状態である貯蓄超過となり、政府は大きな財政赤字から

脱却できずにいる。また、企業投資は海外に向かい、交易条件も悪化し、この結果、所得

の流出、賃金の停滞等が生じてきた。 

持続的な経済成長を実現するには、女性・高齢者の労働参加や資産所得の拡大等により

家計所得を押し上げ、高齢化による貯蓄率低下圧力を緩和しつつ、スタートアップや生産

性を高める投資、ＧＸを始めとする官民連携による社会課題解決に向けた多年度にわたる

計画的投資の強化等、国内投資の強化が必要である。その下で、高い収益・付加価値を実

現させ、企業の投資超過へのシフトを促していく必要がある。 

こうした民間投資の喚起に併せて、政府による、ＤＸの利活用を通じた行財政の徹底し

た効率化や無駄の排除、ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）を通じた成果につながる賢い

財政支出（ワイズスペンディング）の徹底、政策の将来にわたる効果を見据えた動的思考

の活用等の取組があいまって、政府の財政赤字が改善していく姿を目指す。また、デジタ

                         
2 日本の将来推計人口（令和５年推計）における中位推計。 



 

4 

ル社会に対応し大胆に社会変革を進めつつ、変革に即した大胆な行財政改革に取り組む。 

経済あっての財政であり、経済を立て直し、そして、財政健全化に向けて取り組むとの

考え方の下、財政への信認を確保していく。 

 

 

第２章 新しい資本主義の加速 
 

１．三位一体の労働市場改革による構造的賃上げの実現と「人への投資」の強化、分厚い

中間層の形成 

「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の好循環」の実現の鍵を握るのが賃上げであ

り、これまで積み上げてきた経済成長の土台の上に、構造的な人手不足への対応を図りな

がら、人への投資を強化し、労働市場改革を進めることにより、物価高に打ち勝つ持続的

で構造的な賃上げを実現する。あわせて、賃金の底上げや金融資産所得の拡大等により家

計所得の増大を図るとともに、多様な働き方の推進等を通じ、多様な人材がその能力を最

大限いかして働くことで企業の生産性を向上させ、それが更なる賃上げにつながる社会を

創る。 

 

（三位一体の労働市場改革） 

一人一人が自らのキャリアを選択する時代となってきた中、職務ごとに要求されるスキ

ルを明らかにすることで、労働者が自らの意思でリ・スキリングを行い、職務を選択でき

る制度に移行していくことが重要であり、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつ

なげ、労働者が自らの選択によって労働移動できるようにすることが急務である。内部労

働市場が活性化されてこそ、労働市場全体も活性化するのであり、人的資本こそ企業価値

向上の鍵である。こうした考え方の下、「リ・スキリングによる能力向上支援」、「個々

の企業の実態に応じた職務給の導入」、「成長分野への労働移動の円滑化」という「三位

一体の労働市場改革」を行い、客観性、透明性、公平性が確保される雇用システムへの転

換を図ることにより、構造的に賃金が上昇する仕組みを作っていく。また、地方、中小・

小規模企業について、三位一体の労働市場改革と並行して、生産性向上を図るとともに、

価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる。 

「リ・スキリングによる能力向上支援」については、現在、企業経由が中心となってい

る在職者への学び直し支援策について、５年以内を目途に、効果を検証しつつ、過半が個

人経由での給付が可能となるよう、個人への直接支援を拡充する。その際、教育訓練給付

の拡充、教育訓練中の生活を支えるための給付や融資制度の創設について検討する。また、

５年で１兆円の「人への投資」施策パッケージのフォローアップと施策の見直し等を行う

ほか、雇用調整助成金について、休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくなる

よう助成率等の見直しを行う。 

「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」については、職務給（ジョブ型人事）の日

本企業の人材確保の上での目的、人材の配置・育成・評価方法、リ・スキリングの方法、

賃金制度、労働条件変更と現行法制・判例との関係などについて事例を整理し、個々の企
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業が制度の導入を行うために参考となるよう、中小・小規模企業の導入事例も含めて、年

内に事例集を取りまとめる。 

「成長分野への労働移動の円滑化」については、失業給付制度において、自己都合によ

る離職の場合に失業給付を受給できない期間に関し、失業給付の申請前にリ・スキリング

に取り組んでいた場合などについて会社都合の離職の場合と同じ扱いにするなど、自己都

合の場合の要件を緩和する方向で具体的設計を行う。また、自己都合退職の場合の退職金

の減額といった労働慣行の見直しに向けた「モデル就業規則」の改正や退職所得課税制度

の見直しを行う。さらに、求職・求人に関して官民が有する基礎的情報を加工して集約し、

共有して、キャリアコンサルタントが、その基礎的情報に基づき、働く方々のキャリアア

ップや転職の相談に応じられる体制の整備等に取り組む。 

これらの労働市場改革の際、官民でその進捗を確認し、計画的に見直しを行っていく。 

 

（家計所得の増大と分厚い中間層の形成） 

今年の春季労使交渉の賃上げ率は約30年ぶりの高い伸びとなった。この賃上げの流れの

維持・拡大を図り、特に我が国の雇用の７割を占める中小企業が賃上げできる環境の整備

に取り組むほか、最低賃金の引上げや同一労働・同一賃金制の施行の徹底と必要な制度見

直しの検討等を通じて非正規雇用労働者の処遇改善を促し、我が国全体の賃金の底上げ等

による家計所得の増大に取り組む。 

中小企業等の賃上げの環境整備については、賃上げ税制や補助金等における賃上げ企業

の優遇等の強化を行う。その際、赤字法人においても賃上げを促進するため、課題を整理

した上で、税制を含めて更なる施策を検討する。さらに、各サプライチェーンにおいて賃

上げ原資となる付加価値の増大を図り、マークアップ率を高めるとともに、付加価値の適

切な分配を促進するため、エネルギーコストや原材料費のみならず、賃上げ原資の確保も

含めて適切な価格転嫁が行われるよう取引適正化の促進を強化する。その一環として、特

に労務費の転嫁状況について業界ごとに実態調査を行った上で、労務費の転嫁の在り方に

ついて指針を年内にまとめる。また、業界団体に自主行動計画の改定・徹底を求めるほか、

「価格交渉促進月間」の取組や価格交渉の支援を行う。 

最低賃金については、昨年は過去最高の引上げ額となったが、今年は全国加重平均1,000

円を達成することを含めて、公労使三者構成の最低賃金審議会で、しっかりと議論を行う。

また、地域間格差に関しては、最低賃金の目安額を示すランク数を４つから３つに見直し

たところであり、今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる

等、地域間格差の是正を図る。今夏以降は、1,000円達成後の最低賃金引上げの方針につい

ても、新しい資本主義実現会議で議論を行う。 

公的セクターの賃上げを進めるに当たり、2022年10月からの処遇改善の効果が現場職員

に広く行き渡るようになっているかどうかの検証を行い、経営情報の見える化を進める。 

2,000兆円の家計金融資産を開放し、持続的成長に貢献する「資産運用立国」を実現する。

そのためには、家計の賃金所得とともに、金融資産所得を拡大することが重要であり、ｉ

ＤｅＣｏ（個人型確定拠出年金）の拠出限度額及び受給開始年齢の上限引上げについて2024

年中に結論を得るとともに、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の抜本的な拡充・恒久化、
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金融経済教育推進機構の設立、顧客本位の業務運営の推進等、「資産所得倍増プラン」3を

実行する。加えて、資産運用会社やアセットオーナーのガバナンス改善・体制強化、資産

運用力の向上及び運用対象の多様化に向けた環境整備等を通じた資産運用業等の抜本的な

改革に関する政策プランを年内に策定する。 

これらによる家計所得の増大と併せて、持続可能な社会保障制度の構築、少子化対策・

こども政策の抜本強化、質の高い公教育の再生等に取り組むことを通じ、分厚い中間層を

復活させ、格差の拡大と固定化による社会の分断を回避し、持続可能な経済社会の実現に

つなげる。 

 

（多様な働き方の推進） 

三位一体の労働市場改革と併せて、人手不足への対応も視野に入れ、多様な人材がその

能力を最大限いかして働くことができるよう、多様な働き方を効果的に支える雇用のセー

フティネットを構築するとともに、個々のニーズ等に基づいて多様な働き方を選択でき、

活躍できる環境を整備する。このため、週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用

保険の適用拡大について検討し、2028年度までを目途に実施する。あわせて、時間や場所

を有効に活用できる良質なテレワークやビジネスケアラーの増大等を踏まえた介護と仕事

の両立支援を推進するほか、勤務間インターバル制度の導入促進、メンタルヘルス対策の

強化等の働き方改革を一層進めながら、副業・兼業の促進、選択的週休３日制度の普及等

に取り組む。また、フリーランスが安心して働くことができる環境を整備するため、フリ

ーランス・事業者間取引適正化等法4の十分な周知・啓発、同法の執行体制や相談体制の充

実等に取り組む。 

国家公務員については、デジタル環境の整備、業務の見直し、時間や場所にとらわれな

い働き方の充実等により働き方改革を一層推進するとともに、採用試験の受験者拡大や中

途採用の活用、職員としての成長に資する業務経験やスキルアップ機会の付与、民間知見

の習得など人材の確保・育成に戦略的に取り組む。 

 

２．投資の拡大と経済社会改革の実行 

（１）官民連携による国内投資拡大とサプライチェーンの強靱化 

新しい資本主義の下、従来「コスト」と認識されてきた賃上げと設備投資を「未来への

投資」と再認識し、人への投資や国内投資の促進を展開している。こうした政策的後押し

を受ける中で経団連がバブル期以降最高水準となる民間設備投資115兆円の早期実現とい

う目標を掲げるなど企業部門において高い投資意欲が醸成されてきている。長期にわたる

賃金の停滞とデフレの継続という悪循環を断ち切る挑戦が動き始めている今こそ、こうし

た前向きな動きを更に加速させるときである。予算・税制、規制・制度改革を総動員して、

国が呼び水となる政策を集中的に展開することにより、質の高い雇用を生み出し、構造的

賃上げを実現するとともに、国内投資・研究開発を大胆に促進することが不可欠である。

これにより、日本経済再生に向けた動きを加速させ、人口減少・人手不足、地球環境問題

                         
3 令和４年11月28日新しい資本主義実現会議決定。 
4 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第25号）。 
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を含めた課題を克服しつつ、新たな産業構造への転換と経済社会の変革を進め、中長期の

将来にわたる力強い成長を実現させる成長基盤を再構築していく。 

ＧＸ、ＤＸ、科学技術・イノベーション、スタートアップといった重点分野での大胆な

投資拡大に向けて、長期的なビジョンを提示し、呼び水となる官の投資について複数年度

でコミットするとともに、規制・制度措置の見通しを示すことで、民間の予見可能性を高

め、民間投資を誘発していく。また、雇用機会、賃金水準が少子化の最大の原因となって

いることを踏まえ、特に、地域において経済を牽引する中堅・中小企業の投資等を力強く

支援し、良質な雇用を創出し、若年層の所得増加を促す。また、そうした新たな事業を支

える優秀な人材の確保や人手不足等の課題に的確に対応する5。こうした取組により、国際

環境が不確実さを増し、グローバルサプライチェーンの再編等が進展する中、高い技術力

を持つ我が国が投資の促進を通じて重要物資等の供給力・輸出力を高めることで、ショッ

クに対してより強靱な経済構造を確立する。また、独占禁止法6上の取扱い7を含め、民の投

資を引き出す上での様々な課題について、その解決に向けた取組を強力に進める。さらに、

知的財産の創出等を促し、我が国のイノベーション拠点としての立地競争力を強化する8。

加えて、企業の価値創造経営を促進し、経営改革を進め、投資拡大につなげる9。 

また、海外からヒト、モノ、カネ、アイデアを積極的に呼び込むことで我が国全体の投

資を拡大させ、イノベーション力を高め、我が国の更なる経済成長につなげていくことが

重要である。対内直接投資残高を2030年に100兆円とする目標の早期実現を目指し、半導体

等の戦略分野への投資促進、アジア最大のスタートアップハブ形成に向けた戦略10、特別高

度人材制度（J-Skip）や未来創造人材制度（J-Find）の創設、技能実習制度や特定技能制

度の在り方の検討等を含む高度外国人材等の呼び込みに向けた制度整備、国際金融センタ

ーの機能強化、投資喚起プロモーション・世界への発信強化などを含む「海外からの人材・

資金を呼び込むためのアクションプラン」11を早期に実行し、我が国経済の持続的成長や地

域経済の活性化につなげる。 

特に、Ｇ７広島サミットを契機としてグローバルサプライチェーンの強靱化という世界

的な課題の解決に向けて我が国がリーダーシップを発揮する中、次世代半導体を含め我が

国がグローバルサプライチェーンの中核となることを目指し、半導体産業への支援を始め、

政府を挙げて国内投資の更なる拡大や研究開発、人材育成に取り組んでいく。 

 

 

 

                         
5 成長分野への労働移動の円滑化等、前項に記載されている内容を含む。 
6 昭和22年法律第54号（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）。 
7 ＧＸを実行するための原材料等の共同調達やデータ共有等における独占禁止法に関する課題に対応する（積極的な相談対
応、法的に問題にならない行為の更なる明確化等の指針の充実等）。 
8 民間企業による知的財産の創出等に向けた研究開発投資を促すための税制を含めた施策の在り方について、引き続き検討
を進める。 
9 人への投資等課題解決に向けた投資を通じ、価値を生み出しながら将来にわたる持続的成長を実現できるような企業経営
を促すべく、企業ガバナンスの質的向上や投資家等との対話等を推進する。 
10 スタートアップ・エコシステム拠点都市への集中支援の強化や、スタートアップを含む内外企業の協業・誘致の促進、外
国人起業家向けビザ（スタートアップビザ）の利便性向上など。 
11 令和５年４月26日対日直接投資推進会議決定。 



 

8 

（２）グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）、デジタルトランスフォーメーション

（ＤＸ）等の加速 

（グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）） 

2030年度の温室効果ガス46％削減（2013年度比）、2050年カーボンニュートラルの実現

に向け、我が国が持つ技術的な強みを最大限活用しながらＧＸ投資を大胆に加速させ、エ

ネルギー安定供給と脱炭素分野で新たな需要・市場を創出し、日本経済の産業競争力強化・

経済成長につなげる12。このため、少なくとも今後10年間で、官民協調で150兆円超の脱炭

素分野での新たな関連投資を実現する。 

徹底した省エネルギーの推進に向け、複数年の投資計画に切れ目なく対応できる中小企

業向けの省エネ補助金や、省エネ効果の高い住宅・建築物の新築・改修、断熱窓への改修

を含むＺＥＨ・ＺＥＢ13等の取組を推進するとともに、産業の非化石エネルギー転換に集中

的に取り組む。産業部門のエネルギー使用量の４割を占める主要５業種（鉄鋼業・化学工

業・セメント製造業・製紙業・自動車製造業）に対して国が2030年度の非化石目標の目安

を提示することなどを通じ、製造業の燃料・原料転換を加速する。 

再生可能エネルギーについては、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、Ｓ＋３

Ｅ14を大前提に、主力電源として最優先の原則で最大限導入拡大に取り組む。このため、地

域間を結ぶ系統については、今後10年間程度で過去10年（約120万kW）と比べて８倍以上の

規模（1000万kW以上）で整備を加速し、2030年度を目指して北海道からの海底直流送電を

整備する15。分散型エネルギーシステムなど真の地産地消にも取り組むよう促す。また、再

エネ導入に向けたイノベーションを加速し、技術自給率の向上に向け、次世代太陽電池（ペ

ロブスカイト）や浮体式洋上風力等の社会実装16、次世代蓄電池やスマートエネルギーマネ

ジメントシステムの技術開発、再エネ分野におけるサプライチェーン構築や地域に根差し

た人材育成を進める。 

原子力の活用については、安全性の確保を大前提に、原子力規制委員会による審査に合

格し、かつ、地元の理解を得た原子炉の再稼働を進める。また、原子力の安全性向上を目

指し、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組む。そして、

地域の理解確保を大前提に、廃炉を決定した原発の敷地内での次世代革新炉への建て替え

の具体化を進めていく。あわせて、安全性向上等の取組に向けた必要な事業環境整備を進

めるとともに、研究開発や人材育成、サプライチェーンの維持・強化に対する支援を拡充

する。原子力規制委員会による厳格な審査を前提に、現行制度と同様に、「運転期間は40

年、延長を認める期間は20年」との制限を設けた上で、一定の停止期間に限り、追加的な

延長を認める。また、核燃料サイクルの推進、廃炉の着実かつ効率的な実現に向けた知見

の共有や資金確保等の仕組みの整備や最終処分の実現に向けた国主導での国民理解の促進

や自治体等への主体的な働き掛けの抜本強化を行う。 

                         
12 エネルギー安定供給の確保に向けた各々の方策については、「第６次エネルギー基本計画」（令和３年10月22日閣議決定）
を踏まえて実施する。 
13 Net Zero Energy House及びNet Zero Energy Buildingの略称。 
14 安全性（Safety)、安定供給（Energy Security)、経済効率性（Economic Efficiency)、環境適合（Environment）の略称。 
15 そのほか、治水と水力発電の機能を併せ持つハイブリッドダムの取組等を推進する。 
16 洋上風力発電の導入を排他的経済水域（ＥＥＺ）に拡大するための法整備を含む。 
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改定「水素基本戦略」17に基づく対応を進め、既存燃料との価格差に着目した事業の予見

性を高める支援や、需要拡大や産業集積を促す拠点整備支援を含む、規制・支援一体型で

の制度整備に需給両面で取り組み、2030年頃までの商用開始に向けて、水素コア技術を国

内外で展開しつつ、水素・アンモニアの大規模かつ強靱なサプライチェーンの早期構築を

目指す。自動車については、2030年代前半までの商用化を目指す合成燃料（e-fuel）の内

燃機関への利用も見据え、2035年までに新車販売でいわゆる電動車（電気自動車、燃料電

池自動車、プラグインハイブリッド自動車及びハイブリッド自動車）を100％とする目標等

に向け、蓄電池の投資促進・技術開発等や、車両の購入、充電・水素充てんインフラの整

備、中小サプライヤー等の業態転換を支援する。船舶・航空・鉄道18等の輸送分野について

は、カーボンニュートラルポートの形成19やゼロエミッション船の開発・導入のほか、低燃

費機材導入や運航改善と併せて、国産の持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）を国際競争力のあ

る価格で安定供給できる体制を構築20する。また、まちづくりＧＸを含むインフラの脱炭素

化を更に進めるとともに、森林吸収源対策等21を加速する。合成燃料（e-fuel）や合成メタ

ン（e-methane）等のカーボンリサイクル燃料を含むカーボンリサイクルやＣＣＳ22、地熱

を含め、各分野においてＧＸに向けた研究開発や設備投資、需要創出の取組を推進する。 

今後10年間で150兆円超の官民ＧＸ投資の実現を目指し、ＧＸ推進法23に基づくＧＸ推進

戦略を定め、今年度から発行する将来の財源の裏付けをもった「ＧＸ経済移行債」等を活

用した大胆な先行投資支援を規制・制度措置と一体的に講ずるなど、「成長志向型カーボ

ンプライシング構想」を速やかに実現・実行する。 

地域・くらしの脱炭素化に向けて、中小企業等の脱炭素経営や人材育成への支援を図り

つつ、2025年度までに少なくとも100か所の脱炭素先行地域を選定するなどＧＸの社会実

装を後押しする。また、新たな国民運動の全国展開等により、国民・消費者の行動変容・

ライフスタイル変革を促し、脱炭素製品等の需要を喚起する24。環境制約・資源制約の克服

や経済安全保障の強化、経済成長、産業競争力の強化に向け、産官学連携のパートナーシ

ップを活用しつつ、サーキュラーエコノミー（循環経済）の実現に取り組む。また、動静

脈連携25による資源循環を加速し、中長期的にレジリエントな資源循環市場26の創出を支援

する制度を導入する。 

ＧＸ投資を支えるファイナンスについて、日本をアジアにおけるＧＸ投資のハブとすべ

く国際金融センター機能を強化する。グリーン・ファイナンスの拡大、トランジション・

ファイナンスに対する国際的な理解醸成へ向けた取組の強化を図るとともに、公的資金と

民間資金を組み合わせた金融手法（ブレンデッド・ファイナンス）を開発・確立する。加

                         
17 令和５年６月６日再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議決定。 
18 燃料電池鉄道車両の導入等を含む。 
19 洋上風力発電の導入促進を支える基地港湾の整備を含む。 
20 米国では、2050年に向けて、ＳＡＦの生産を急激に拡大させるためには、価格をジェット燃料並みに近づける手段が不可
欠とされている。 
21 森林資源情報の整備、建築物等における木材利用促進や、ブルーインフラ（藻場・干潟等及び生物共生型港湾構造物）等
の保全・再生・創出を通じたブルーカーボン（海洋生態系によって吸収・固定される二酸化炭素由来の炭素）の活用を含む。 
22 Carbon dioxide Capture and Storage（二酸化炭素回収・貯留）の略称。 
23 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和５年法律第32号）。 
24 カーボンフットプリント等の排出量の見える化の取組を含む。 
25 生産から小売に至る「動脈産業」と消費後のリサイクル等の「静脈産業」の連携。 
26 再生材の価値を市場で適切に評価し、再生材の活用を拡大することを含む。 
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えて、ＴＣＦＤ27等に基づく開示の質と量の充実を含めたサステナブルファイナンス全体

を推進するための環境整備を図る。 

 

（デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）、ＡＩへの対応） 

デジタル化の恩恵が広く実感できるための取組を地方公共団体、民間事業者などと連携

して進める。起業や補助金の申請手続など事業者向けの行政サービスがより容易にできる

ようにするためのＧビズＩＤ28、Ｊグランツ29等の利用拡大の促進、法人基本情報データベ

ースの整備等を行う。デジタル臨時行政調査会が示したアナログ規制約１万条項の見直し

工程表30に沿って、2024年６月までを目途に、一括して規制を見直す。また、行政手続のデ

ジタル完結、テクノロジーマップの整備・実装を進める。さらに、ベンダーロックインな

どの課題を解消するため、政府の情報システム調達の見直しに向けた取組を進める31。 

「サイバーセキュリティ戦略」32に基づく取組などを進める33。また、携帯電話市場にお

ける、公正な競争環境の整備を進め、料金の低廉化を図るとともに、通信障害など非常時

における事業者間ローミングの実現等の必要な対応を行う。安全保障にも資する地理空間

（Ｇ空間）情報の充実・高度活用や準天頂衛星等の更なる整備34及び衛星データの利活用を

図る。デジタル空間の誤情報等への対応を行う。スマートフォンアプリ等の市場の競争環

境確保に必要な法制度を検討する。 

分散型のデジタル社会の実現に向け、利用者保護等にも配慮しつつ、Web3.0に係るトー

クンの利活用35やコンテンツ産業の活性化36に係る環境整備、担い手やアイデアの裾野の拡

大37に必要な取組などを行う。 

我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与するデジタル社会

の形成に向け、デジタル庁を中心に、政府全体で、重点計画38に基づき、デジタル３原則39

等を基本原則としつつ、行政のデジタル化を着実に推進する。 

デジタル社会のパスポートとしてのマイナンバーカードについて、政府が一丸となって

制度の安全と信頼の確保に努めるとともに、ほぼ全国民に行きわたりつつある状況を踏ま

え40、今後は官民様々な領域での利活用シーンの拡大など、マイナンバーカードの利便性・

機能向上、円滑に取得できる環境整備に取り組む。 

                         
27 Task force on Climate-related Financial Disclosuresの略称。 
28 法人・個人事業主向け共通認証システム。一つのＩＤ・パスワードで、複数の行政サービスにログインが可能になる。 
29 政府の補助金の電子申請システム。 
30 令和４年12月21日デジタル臨時行政調査会決定。 
31 2024年度以降の導入を検討している行政機関が調達を行う際、カタログサイトに登録されたサービスから最も適切な仕様
のものを選択し、契約することができる日本版デジタルマーケットプレイスの活用を含む。 
32 令和３年９月28日閣議決定。 
33 ＩｏＴセキュリティ強化のための所要の措置を含む。 
34 コスト縮減等を図りつつ11機体制に向けた検討・開発を実施するなど更なる整備。 
35 ステーブルコインやセキュリティトークンの円滑な発行・流通に向けた必要な取組を進めるほか、暗号資産・トークンを
通じた資金調達の実態について調査・整理を進め、事業者の円滑な資金供給の促進に資するものについては、投資事業有限
責任組合契約に関する法律（ＬＰＳ法、平成10年法律第90号）上で投資対象とすることを検討する。 
36 Web3.0コンテンツの海外展開に向けて、「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金」や「我が国アートのグロー
バル展開推進事業」などの制度の活用等によるコンテンツ領域でのユースケースの創出を促す。 
37 Web3.0分野で世界で活躍する起業家や技術者等が参加する国際カンファレンス等のイベントの後援・周知や、ネットワー
キング支援や新たなユースケース創出等を行う。 
38 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和５年６月９日改定）。 
39 デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップ。 
40 2023年６月11日時点の累計の申請件数の人口に対する割合が77.2％。 
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デジタル社会の実現において不可欠なデータ基盤強化を図るため、デジタル庁が関係府

省庁と連携し、データの取扱いルールを含めたアーキテクチャを設計した上で、健康・医

療・介護、教育、インフラ、防災、モビリティ分野等におけるデータ連携基盤の構築を進

める。 

マイナポータルの利便性向上に加えて、個人や法人の税務・社会保障を始めとする各種

手続の負担軽減に向けた取組を進めるとともに、デジタル技術の導入により、社会保障給

付に要する事務コストを効率化し、行政機関間の情報連携を推進する。 

自治体の基幹業務システムの統一・標準化に向けて、「地方公共団体情報システム標準

化基本方針」41に基づき、2025年度末までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システ

ムへの移行の取組を推進する。住民・事業者目線に立ったワンストップのデジタル・ガバ

メントの実現には、デジタルの力を活用して国が地方を支えることが重要との考え方に基

づき、共通的なデジタル基盤の活用やローカルルールの見直しなどにより、国・自治体を

通じた行政サービスの見直しを進め、国民の利便性を高める。 

また、総務省は、推進計画42に基づき、デジタル人材の確保・育成やデジタル技術の活用、

住民との接点（「フロント」）の改革43など、行財政の効率化等につながるデジタル化の取

組44を推進する。 

ＣＢＤＣ45について、政府・日本銀行は、年内目途の有識者の議論の取りまとめ等を踏ま

え、諸外国の動向を見つつ、制度設計の大枠46を整理し、発行の実現可能性や法制面の検討

を進める。 

ＡＩ戦略会議における「ＡＩに関する暫定的な論点整理」47も踏まえ、「広島ＡＩプロセ

ス」48を始めとする国際的な議論をリードする。生成ＡＩの開発・提供・利用を促進するた

めにも、言わばガードレールとして、ＡＩの多様なリスクへの適切な対応を進めるととも

に、ＡＩの最適な利用や、計算資源・データの整備・拡充などＡＩ開発力の強化を図る。

また、ＤＦＦＴ49を具体化する国際枠組みを立ち上げ、関連プロジェクト50を進める。 

 

（３）スタートアップの推進と新たな産業構造への転換、インパクト投資の促進 

人への投資、ＧＸなど社会課題の解決を成長のエンジンに転換するとともに、成長分野

への労働移動の円滑化を図り、新たな産業構造への転換を実現していくためには、社会課

題の解決への挑戦を支援するとともに、挑戦に伴う失敗を許容し、試行錯誤を通じたイノ

ベーションを促進していくことが不可欠である。こうした挑戦と失敗の試行錯誤を支える

基盤として、スタートアップを生み育てるエコシステムの形成や企業の参入・退出の円滑

化に取り組むことに加え、社会課題の解決に挑戦する企業への投資やＮＰＯ等への支援の

                         
41 令和４年10月７日閣議決定。 
42 「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画【第2.0版】」（令和４年９月２日総務省策定）。 
43 オンライン申請の推進・強化や多様な窓口の実現など。 
44 自治体マイナポイントの効果的な活用を含む。 
45 Central Bank Digital Currency（中央銀行デジタル通貨）の略称。 
46 民間事業者と日本銀行の役割分担、ＣＢＤＣと他の決済手段との役割分担、セキュリティの確保と利用者情報の取扱い等
の論点について基本的な考え方や考えられる選択肢等を明らかにする。 
47 令和５年５月26日ＡＩ戦略会議取りまとめ。 
48 「Ｇ７広島首脳コミュニケ」（令和５年５月20日）。 
49 Data Free Flow with Trust（信頼性のある自由なデータ流通）の略称。 
50 規制等制度に関する相互運用性の向上に関わるもののほか、技術的な検証等を実施予定。 
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拡大を図り、新たな成長産業の創出と持続可能な経済社会の実現につなげていく。 

 

（スタートアップの推進と新たな産業構造への転換） 

ＧＸ・ＤＸなど新たな産業構造への転換を進め、持続的な成長を確保していくため、新

たな参入と再チャレンジの際の退出の障壁を低くし、スタートアップが成長できる環境の

整備が不可欠である。しかしながら、日本の開廃業率は、米国・欧州主要国に比べて低い

水準で推移している。このため、スタートアップへの投資額を５年後の2027年度に10倍を

超える規模にするなどの目標の達成を目指し、「スタートアップ育成５か年計画」51に定め

た人材育成、資金供給、オープンイノベーションを確実に推進するなど、参入の円滑化を

着実に実行するとともに、企業経営者に退出希望がある場合の早期相談体制の構築など、

退出の円滑化を図ることにより、新たな産業構造への転換を促していく。 

具体的には、「スタートアップ育成５か年計画」に基づき、過去最大規模の１兆円のス

タートアップ育成に向けた予算措置を活用して各分野の実態等にも応じた支援52を行いつ

つ、スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築を進めるため、従業員に対し

て付与するストックオプションについて予め発行枠を設定し、柔軟に付与できる仕組みの

整備を含め、ストックオプションの活用に向けた環境整備を進めるとともに、メンターに

よる支援の拡大、国内外における起業家育成の拠点の整備53や人材交流、各地域の大学・高

専等でのスタートアップ創出、起業家教育、海外起業家・投資家の誘致拡大54等を推進する。 

あわせて、連携に向けたマサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）など海外トップ大学との

調整や施設の検討など構想の具体化を進めつつ、優秀な研究者の招へい等により、ディー

プテック分野の国際共同研究とインキュベーション機能を兼ね備えた「グローバル・スタ

ートアップ・キャンパス」を東京都心に創設するなどの取組を推進する。 

また、スタートアップの資金供給の強化と出口戦略の多様化を図るため、ベンチャーキ

ャピタルへの公的資本の有限責任投資、ベンチャーキャピタルとも連携した事業開発等の

支援の更なる推進、ＳＢＩＲ制度による支援の推進とスタートアップの実態を踏まえた運

用改善、エンジェル税制の活用促進、株式投資型クラウドファンディングの環境整備、未

上場株の取引環境の整備、特定投資家私募制度等の見直し等に取り組む。さらに、既存大

企業によるオープンイノベーションを推進するため、オープンイノベーションを促すため

の税制措置に関する検討、公募増資ルールの見直し、大企業が有する経営資源のカーブア

ウトの加速等を行うとともに、多数決により金融債務の減額を容易にする事業再構築法制

の整備を進める。 

これらに併せて、企業の参入・退出の円滑化やスタートアップ育成の観点から、規制改

革の推進、知的財産の保護・活用の推進等に取り組むとともに、経営者が事業不振の際、

Ｍ＆Ａ・事業再構築・廃業等を早期に相談できる体制の確立や、事業成長担保権の創設を

含め、経営者保証に依存しない融資の拡大を図る。 

 

                         
51 令和４年11月28日新しい資本主義実現会議決定。 
52 ディープテック、クライメイトテック、バイオ分野、ヘルスケア分野等。 
53 国内については、８つのスタートアップ・エコシステム拠点都市を中心に、関係機関の支援を通じて集中支援を行う。 
54 海外投資家（エンジェル投資家を含む。）向けビザの創設の検討等を含む。 
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（インパクト投資の促進） 

インパクト投資の促進等を通じ社会的起業家（インパクトスタートアップ）への支援を

強化し、社会的起業家のエコシステムの整備を図る。社会的起業家の認証制度を早期に創

設し、認証企業に対し公共調達の優遇措置を導入する。民間で公的役割を担う新たな法人

形態について検討を進める。寄附性の高い資金を呼び込むため、公益法人の事業変更認定

手続や公益信託の受託者要件の見直し55を行う。休眠預金等活用制度における出資の実現

に向けた取組56を進める。複数年度の案件形成支援や予算の戦略的活用により、ＳＩＢを含

む成果連動型民間委託契約方式（ＰＦＳ）の一層の拡大を図る。インパクト投資の普及に

向けた基本的指針を年度内に策定し、インパクト指標や事例等を具体化するコンソーシア

ムの設置について必要な措置を講ずる。また、専門家派遣事業等の検討、個人投資家とつ

なぐビークルの早期の枠組み整備などインパクト投資促進のための総合的な支援策を推進

する。 

 

（４）官民連携を通じた科学技術・イノベーションの推進 

科学技術・イノベーションへの投資を通じ、社会課題を経済成長のエンジンへと転換し、

持続的な成長を実現する。このため、ＡＩ、量子技術、健康・医療57、フュージョンエネル

ギー、バイオものづくり分野において、官民連携による科学技術投資の抜本拡充を図り、

科学技術立国を再興する。小型衛星コンステレーションの構築、ロケットの打上げ能力の

強化、日本人の月面着陸等の月・火星探査・開発等58の宇宙分野、北極を含む海洋分野59の

取組の強化を図る。社会課題や情勢変化への機動的な対応・早期の社会実装に向け、公的

研究機関や資金配分機関を中核とした新たな連携の構築を図る。 

イノベーションの持続的な創出に向け、国際的な競争的環境下で、多様で厚みのある研

究大学群を形成しつつ、世界最高水準の研究大学を実現する。我が国全体の研究力向上を

牽引する国際卓越研究大学の選定を着実に進めるとともに、戦略的な自律経営が可能とな

るよう必要な規制改革等を早期に実行する。同大学と経営リソースの拡張・戦略的活用や

研究者等のキャリア形成面を含め相乗的・相補的に連携した車の両輪として、地域の中核・

特色ある研究大学の多様なミッションの実現に向けた抜本的な機能強化を図る。 

イノベーションの源泉である優秀な若者が博士を志す環境を実現する。博士課程学生の

処遇向上、挑戦的な研究に専念できる環境の確保、博士号取得者が産業界等を含め幅広く

活躍できるキャリアパス整備等、魅力的な展望が描けるよう総合的な支援を一層強化する。 

価値観を共有するＧ７を始めとした同志国やＡＳＥＡＮ等との科学研究の連携を強化す

る。オープンサイエンス60や、戦略的な国際共同研究等を通じた国際頭脳循環を加速する。 

                         
55 「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議最終報告」（令和５年６月２日）に基づく。 
56 「休眠預金等活用法の５年後見直しの対応方針」（令和４年12月16日内閣府）に基づく。 
57 認知症等の脳神経疾患の発症・進行抑制・治療法の開発、ゲノム創薬を始めとする次世代創薬の推進、再生医療を含む。 
58 民間事業者等が複数年度にわたる予見可能性を持って研究開発に取り組めるよう、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構（ＪＡＸＡ）の戦略的かつ弾力的な資金供給機能を強化する。 
59 複数年度を視野に入れた海洋開発重点戦略の策定及び予算の確保による予見可能性を持った開発を強力に推進する。北極
域研究船の着実な建造、海洋のデジタルツインの構築に向けた全球観測等を推進する。 
60 国としてのオープンアクセス方針等に基づく学術プラットフォーマーに対する交渉力の強化、論文投稿支援等の研究活動
の国際的動向を踏まえた対応等。 
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コロナ後のグローバル社会を見据えた人への投資として、多様性と包摂性のある持続可

能な社会を構築し、国際競争力を高めるとともに、世界の平和に貢献していくことが不可

欠である。このため、デジタル化やグローバル化など社会の急速な変化への対応を加速し、

文理の枠を超えた多様性のあるイノベーション人材の育成強化や国際的な人的交流の活性

化を図る。その際、進学者のニーズ等も踏まえた成長分野への学部再編等61や先端技術に対

応した高専教育の高度化、文理横断的な大学入学者選抜・ＳＳＨ62等による学びの転換の促

進、産学官連携によるキャンパスの共創拠点化等、未来を支える高度専門人材を育む大学、

高等専門学校、専門学校等の機能強化を図る。また、我が国の未来を担う若者の留学を通

じた成長・活躍は社会を変革する鍵となるものであり、より質の高い留学生交流を進める

視点も重視しつつ、2033年までに日本人学生の中長期の海外派遣の拡大を含む海外留学者

年間50万人、外国人留学生の受入れ年間40万人・卒業後の国内就職率63６割等の実現に向

け、留学生の派遣64・受入れ65の強化や卒業後の活躍に向けた環境整備66、教育の国際化の推

進67等に必要な取組を速やかに進める68。 

 

（５）インバウンド戦略の展開 

国際的な人的交流の促進を通じたインバウンドの拡大を図るため、「新時代のインバウ

ンド拡大アクションプラン」69に基づき、従来の観光にとどまらず、日本を舞台とした国際

交流の回復や国際頭脳循環の確立を目指し、ビジネス70や教育・研究71、文化芸術72・スポー

ツ等の広い分野で取組を深化させる。 

 

（持続可能な形での観光立国の復活） 

訪日外国人旅行消費額が本年第１四半期に１兆円を超えるなど、我が国の成長戦略の柱、

地域活性化の切り札である観光について、新たな「観光立国推進基本計画」73に基づき、持

続可能な観光地域づくりやインバウンド回復、国内交流拡大に戦略的に取り組む。 

                         
61 大学院で高度情報専門人材を育成する国立大学法人における情報系学部定員の柔軟化や、必要教員数の算入方法の柔軟化
を踏まえた実務家教員の登用促進、高等専門学校における半導体等の成長分野に関する地域ニーズに合った人材育成等を含
む。 
62 ＳＳＨ：スーパーサイエンスハイスクール。 
63 日本の高等教育機関を卒業・修了した外国人留学生のうち、日本国内で就職した割合（日本国内進学者を除く。）。 
64 海外大学で単位や学位の取得を目指す学生について海外派遣を大幅に拡大するため官民一体となって構造的・抜本的な方
策の実施を進め、その成果の発現・進捗に沿って給付型奨学金を着実に拡充するなど、官民一体での経済的支援の充実、官
民協働による「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」の発展的推進やオンラインの活用等を含む中学・高校段階からの交流・派遣の
推進、高専生の海外派遣の促進、教員の指導力強化やデジタルを活用したパフォーマンステストの実施促進を含む初等中等
教育段階からの英語教育・国際理解教育の推進等。 
65 国費留学生制度の地域・分野重点化など時代に即した戦略性を持った見直し、留学生の授業料設定柔軟化や現行制度と整
合的な定員管理の弾力化、キャンパス等の質及び魅力の向上、適切な在籍管理等。 
66 在留資格制度の見直し、企業への就職円滑化と定着の促進等。 
67 大学が徹底した国際化に継続的に取り組む環境整備、国際化を先導する大学の認定制度の創設、国際的な教育環境を実現
するための調査研究の実施、インターナショナルスクールに関する学校間接続の円滑化等、国際的な中等教育機関の整備推
進・運営支援、国内大学の海外分校や高専を始めとする日本型教育の輸出等。 
68 「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ＜Ｊ－ＭＩＲＡＩ＞（第二次提言）」（令和５年４月27日教育未来創造
会議決定）に基づく。 
69 令和５年５月30日観光立国推進閣僚会議決定。 
70 国際会議の開催件数について、2030年までに世界５位以内を目指すとともに、国際展示会・見本市の外国人参加者数を、
2025年までにコロナ前より２割増加させること。 
71 海外からの研究者の受入れ数について、2025年までにコロナ前より２割増加させること。 
72 世界のアート市場で我が国の売上額シェアを引き上げ、2025年までにグローバル・セブンに食い込むこと。 
73 令和５年３月31日閣議決定。 
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我が国固有の温泉・旅館・食・文化・歴史などの観光資源・文化資源の連携による磨き

上げを図りつつ、地域社会・経済に好循環を生む持続可能な観光地域づくりの取組を全国

で展開し、宿泊施設改修や面的ＤＸ化等の観光地・観光産業の再生・高付加価値化につい

て、複数年度にわたる計画的・継続的な支援策を活用して推進するほか、官民ファンドに

よる事業再生支援等に取り組む。観光地のマネジメント体制構築を支援74するほか、観光Ｄ

Ｘ・ＧＸ75、待遇改善や外国人材活用による人材不足対策、スタートアップ支援等を推進す

る。 

訪日外国人旅行消費額５兆円の早期達成に向け、アドベンチャーツーリズム等の特別な

体験の提供等の支援、新たな観光コンテンツ創出76、文化財等の夜間活用、民間活力等によ

る国立公園・国民公園77や公的施設の魅力向上、医療ツーリズムの推進、高付加価値旅行者

の誘客の集中的支援、航空便回復78・ＣＩＱ等79の受入環境整備、伝統芸能等における外国

人対応の推進、クルーズの再興と拠点形成、観光地へのアクセス向上、消費税免税制度の

適正利用の促進、観光外交の推進を含む戦略的なプロモーション、日本酒・焼酎・泡盛等

のユネスコ無形文化遺産への早期登録、ＭＩＣＥ誘致・開催、ＩＲ整備80、アウトバウンド
81・国際相互交流の拡大等を強力に推進する。 

国内交流拡大のため、官民で連携してワーケーションや第２のふるさとづくり等を推進

するほか、観光・交通事業者と連携して平日の旅行等を促進する。 

 

（高度人材等の受入れ） 

世界に伍する水準の新たな在留資格制度（特別高度人材制度（J-Skip）・未来創造人材

制度（J-Find））82の活用を進めるとともに、「海外からの人材・資金を呼び込むためのア

クションプラン」を踏まえ、税制や規制などの制度面も含めた課題の把握・検討を行い、

必要な対応を行うことを含め、高度外国人材等の呼び込みに向けた制度整備83を推進する。

特定技能制度の受入れ分野の追加について、分野を所管する行政機関が人手不足の状況等

を示し、法務省を中心に適切な検討を行う。 

 

（技能実習制度及び特定技能制度の在り方の検討）  

技能実習制度及び特定技能制度の在り方を検討するに当たっては、日本人と外国人が互

いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会の実現を目指し、両制度を外国人がキャリア

                         
74 観光客の受入れ増加に伴う混雑・マナー違反等の未然防止に取り組む。 
75 観光関連施設の再生可能エネルギーの活用や環境への負荷が少ない交通手段の利用促進等の観光分野におけるＧＸの取組。 
76 地域の伝統行事や温泉等の持続・発展のための関係団体による調査研究や情報発信への協力、地方誘客に効果の高いコン
テンツの整備による長期滞在やワーケーションの促進等を含む。 
77 北の丸公園等について、科学技術を含めた現代的な文化・情報発信拠点等とするための機能強化を図る。 
78 空港におけるグランドハンドリング・保安検査体制の強化等を含めた航空・空港関連企業の経営基盤強化を含む。 
79 スマートレーン等の最先端技術によるFAST TRAVELの推進など搭乗関連手続の円滑化や、相互事前旅客情報システム（ｉＡ
ＰＩ）の導入等による厳格な出入国管理と革新的で円滑な出入国審査等の実現を含む。 
80 ＩＲ整備に際しては厳格なカジノ規制を行う。 
81 パスポートの取得促進を含め官民連携による魅力的なキャンペーン等により日本人の海外旅行を推進する。 
82 「特別高度人材制度」は、学歴又は職歴と年収が一定以上の者に「高度専門職」の在留資格を付与し、優遇措置を拡充し
た制度。「未来創造人材制度」は優秀な海外大学の卒業生が最長２年間の就職活動等ができる制度。両制度は本年４月に創設。 
83 国際的なリモートワーカー（いわゆる「デジタルノマド」）の呼び込みに向け、ビザ・在留資格など制度面も含めた課題
についての把握・検討を行い、本年度中の制度化を行うこと、外国人起業活動促進事業（スタートアップビザ）について自
治体に代わって国認定のベンチャーキャピタル等が起業準備活動計画についての確認手続を行う仕組みの本年内の創設や最
長在留期間延長の検討など利便性向上を図ること等。 
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アップしつつ国内で就労し活躍できる分かりやすいものとするとともに、人権侵害等の防

止・是正等を図り、日本が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点に立たなけ

ればならない。以上のことから、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識

者会議」における中間報告書を踏まえ、現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消

して人材確保と人材育成を目的とした新たな制度を創設するとともに、特定技能制度は、

制度を見直して適正化を図った上で引き続き活用していくなどの方向で検討することとし
84、さらに今後の有識者会議の議論等も踏まえ、制度の具体化に向けて取り組む。 

 

（資産運用立国・国際金融センター等の実現） 

2,000兆円の家計金融資産を開放し、日本の金融市場の魅力を向上させ、世界の金融セン

ターとしての発展を実現すべく、取組を進める。企業価値向上に向けて、コーポレートガ

バナンス改革の実質化に取り組む。アジアにおけるＧＸ金融ハブを形成すべく、ＣＯ２排

出量を含む企業データの集約やＡＳＥＡＮ等で官民関係者が参画する「アジアＧＸコンソ

ーシアム（仮称）」の組成などの取組を進める。さらに、地域でのＧＸ投融資を促すため、

地方自治体と地域企業、金融機関等による推進協議体の設置等を支援する。金融行政・税

制のグローバル化の観点から、拠点開設サポートオフィス及びFinTechサポートデスクの

機能と体制を強化するとともに、「国際金融ハブ」に向けた税制上の諸課題について把握

し、必要な見直しに向けた対応を行う。また、銀証ファイアウォール規制85の在り方につき

検討を行う。さらに、「資産運用立国」の実現を目指し、資産運用業等の抜本的な改革の

一環として、日本独自のビジネス慣行・参入障壁の是正や、新規参入に係る支援の拡充等

を通じた競争の促進に取り組む。これら一連の取組につき、海外主要メディアへの広報チ

ャンネル拡大や、集中的に海外金融事業者を日本に招致する「Japan Week（仮称）」の立

ち上げを含む国内外でのプロモーションイベントの開催等、情報発信を効果的・戦略的に

実施する。 

また、企業のノウハウや顧客基盤等の知財・無形資産を含む事業全体を担保に資金調達

できる法制度（「事業成長担保権」）を検討し、早期の法案提出を目指す。消費者にとっ

て利用しづらい金融サービスや手続を網羅的に点検し、消費者の利便性向上の観点から必

要なものについて改善を求める86。 

                         
84 あわせて、以下の方向で検討する。 
①外国人が成長しつつ、中長期的に活躍できる制度（キャリアパス）の構築：外国人がキャリアアップしつつ国内で就労し
活躍できる分かりやすい制度とする観点から、新たな制度から特定技能制度への移行が円滑なものとなるよう、その対象職
種や分野を一致させるようにする。 
②受入れ見込数の設定等の在り方：新たな制度と特定技能制度において、生産性向上や国内人材確保のための取組状況の確
認、受入れ見込数の設定、対象分野の設定等については、透明性や予見可能性を高める。 
③転籍の在り方：新たな制度においては、人材育成に由来する転籍制限は残しつつも、制度目的に人材確保を位置付けるこ
とから、制度趣旨及び対象となる外国人の保護を図る観点に立って、従来よりも転籍制限を緩和する。その際、受入れ企業
等における人材育成に要する期間、来日時のコストや人材育成に掛かるコスト等の様々な観点に留意する。 
④管理監督や支援体制の在り方：監理団体や登録支援機関が担っている機能は重要であるが、人権侵害等を防止・是正でき
ない監理団体や外国人に対する支援を適切に行えない登録支援機関は厳しく適正化又は排除し、その要件の厳格化などによ
り適正化を図る。そうした要件は、新規の団体等の審査にも適用する。また、優良な団体等にはインセンティブを与える。
外国人技能実習機構は、その役割に応じた体制を整備した上で引き続き活用する。過大な手数料の徴収の防止や悪質な送出
機関の排除、送出機関の適正化に向けて、外国人材の適正な受入れに関する国際的な取組の強化等、更なる対応を行う。 
⑤外国人の日本語能力向上に向けた取組：就労開始前の日本語能力の担保方策及び来日後に日本語能力が段階的に向上する
仕組み（「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和５年法律第41号）」
において創設予定の日本語教育機関の認定及び認定日本語教育機関の教員の資格の活用方策を含む。）を設ける。 
85 金融グループの銀行・証券間で、顧客の非公開情報を同意することなく共有することを禁止する規制。 
86 小切手の全面的な電子化に向けたフォローアップも含む。 
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３．少子化対策・こども政策の抜本強化 

（加速化プランの推進） 

急速な少子化・人口減少に歯止めをかけなければ、我が国の経済・社会システムを維持

することは難しく、世界第３位の経済大国という、我が国の立ち位置にも大きな影響を及

ぼす。若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが、こうした状況を反転させること

ができるかどうかの重要な分岐点であり、ラストチャンスである。このため、政府として、

若者・子育て世代の所得向上に全力で取り組む。新しい資本主義の下、賃上げを含む人へ

の投資と新たな官民連携による投資の促進を進めることで、安定的な経済成長の実現に先

行して取り組む。次元の異なる少子化対策としては、「こども未来戦略方針」に基づき、

若い世代の所得を増やす、社会全体の構造や意識を変える、全てのこども・子育て世帯を

切れ目なく支援するという３つの基本理念を踏まえ、抜本的な政策の強化を図る。経済を

成長させ、国民の所得が向上することで、経済基盤及び財源基盤を確固たるものとすると

ともに、歳出改革等によって得られる公費の節減等の効果及び社会保険負担軽減の効果を

活用することによって、国民に実質的な追加負担を求めることなく、「こども・子育て支

援加速化プラン」（以下「加速化プラン」という。）を推進する。なお、その財源確保の

ための消費税を含めた新たな税負担は考えない。 

具体的には、「こども未来戦略方針」に基づき、今後「加速化プラン」の３年間の集中

取組期間において、「ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代

の所得向上に向けた取組」（児童手当の拡充87、出産等の経済的負担の軽減、地方自治体の

取組への支援による医療費等の負担軽減、奨学金制度の充実など高等教育費の負担軽減、

個人の主体的なリ・スキリングへの直接支援、いわゆる「年収の壁」への対応、子育て世

帯に対する住宅支援の強化）、「全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充」（妊

娠期からの切れ目ない支援の拡充88や幼児教育・保育の質の向上、「こども誰でも通園制度
89（仮称）」の創設など）90、「共働き・共育ての推進」（男性育休の取得促進や育児期を

通じた柔軟な働き方の推進、多様な働き方と子育ての両立支援）とともに、こうした具体

的政策に実効性を持たせる「こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革」91を、

「「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保」を進めつつ、政府を挙げて取り組んで

いく。 

こども・子育て予算倍増に向けては、「加速化プラン」の効果の検証を行いながら、政

策の内容・予算をさらに検討し、こども家庭庁予算で見て、2030年代初頭までに、国の予

算又はこども１人当たりで見た国の予算の倍増を目指す。その財源については、今後更に

政策の内容を検討し、内容に応じて、社会全体でどう支えるかさらに検討する92。 

                         
87 所得制限を撤廃、支給期間について高校生年代まで延長、第３子以降３万円。 
88 手続等のデジタル化も念頭に置いた伴走型相談支援の制度化、プレコンセプションケアを含む成育医療等の提供に関する
研究、相談支援等を含む。 
89 月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付。 
90 妊娠期からの切れ目ない支援の拡充、幼児教育・保育の質の向上、「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設等全ての子
育て家庭を対象とした保育の拡充のほか、新・放課後子ども総合プランの着実な実施、多様な支援ニーズへの対応（社会的
養護、障害児、医療的ケア児等の支援基盤の充実とひとり親家庭の自立支援）。 
91 優先案内や専門レーンの設置、公共交通機関等において妊産婦、乳幼児連れの方を含めた配慮が必要な方に対する利用者
の理解・協力の啓発等。 
92 「こども・子育て予算倍増に向けた大枠」に加え、「こども・子育て政策が目指す将来像とＰＤＣＡの推進」について、
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（こども大綱の取りまとめ） 

常にこどもや若者の視点でこどもや若者の最善の利益を第一に考える「こどもまんなか

社会」を実現するため、こども基本法93に基づき、幅広いこども施策に関する今後５年程度

を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的に定めるこども大綱を年内を目途に

策定し、こども家庭庁が「こどもまんなか社会」を目指すための新たな司令塔機能を発揮

する中で、政府全体でこども施策を強力に推進する。 

こどもや若者を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもや若者の権利を保障し、国

や地方公共団体の政策決定プロセスへのこどもや若者の参画、意見の反映促進、健やかな

成長を社会全体で後押ししていく。このため、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的

な指針（仮称）」を策定し、全てのこどもの育ちに係る質を保障する取組を強力に推進す

るほか、職員配置基準の改善も見据え、保育人材の確保の強化と現場の負担軽減を図ると

ともに、「新子育て安心プラン」の着実な実施に取り組む。また、ファミリー・サポート・

センター事業を推進する。「こどもの居場所づくりに関する指針（仮称）」を策定し、多

様なこどもの居場所づくりやこどもと居場所をつなぐ仕組みを構築する。流産、死産を経

験された方への相談支援、産後ケアの人材育成、新生児マススクリーニング、新生児聴覚

検査、乳幼児健診を始めとする母子保健対策の推進、予防のためのこどもの死亡検証（Ｃ

ＤＲ）など、産前産後の支援を充実するとともに、こども関連業務従事者の性犯罪歴等確

認の仕組み（日本版ＤＢＳ）の導入やこどもが安全・安心に成長できる環境の構築に取り

組む。希望する人の結婚支援（伴走型のマッチング支援等）及び妊娠・出産支援を始め地

方自治体等が行う取組を強力に推進するため、地域少子化対策重点推進交付金による取組

を拡充するとともに、ライフプラン研修等を行う事業者を支援する。 

誰一人取り残さず、確実に支援を届けるため、こどもや家庭への包括的な支援体制づく

りを推進する。このため、こども家庭センターの設置促進、訪問家事支援の充実、里親支

援の充実等家庭養育優先原則の徹底、社会的養護経験者等に対する自立支援の充実、一時

保護所の環境改善、こども家庭ソーシャルワーカーの取得促進を始めとする、児童虐待防

止対策強化・社会的養育推進のための改正児童福祉法94の円滑な施行や、児童相談所の質・

量の体制強化、児童養護施設等の環境改善に取り組むとともに、こどもの自殺対策の強化、

いじめ防止対策の推進、若年妊婦の支援に取り組む。また、就業支援や養育費の支払確保

と安全・安心な親子の交流の推進などひとり親支援の推進、こども食堂、こども宅食・フ

ードバンク等への支援を始めとした、こどもの貧困解消や見守り強化を図るほか、食育を

推進する。こどもホスピスの全国普及に向けた取組を進めるとともに、家庭・教育・医療・

保健・福祉の連携の下、発達障害児や強度行動障害を有する児童、医療的ケア児を始めと

する全ての障害のあるこどもへの支援体制の整備等、多様なニーズを有するこどもの地域

の支援基盤の強化を図る。さらに、こども政策ＤＸを推進する95。 

こども・子育て政策の抜本強化に向け、縦割りを超え、多様な施策とこども政策との連

携を図る必要がある。このため、少子化時代における質の高い公教育の再生の強力な推進

                         
「こども未来戦略方針」に基づいて具体的な取組を進める。 
93 令和４年法律第77号。 
94 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第66号）。 
95 母子健康手帳のデジタル化などを含む。 
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を図る。学校給食無償化の課題整理等を行う。また、子育てしやすい地方への移住や子育

てを住まいと周辺環境の観点から応援する「こどもまんなかまちづくり」を推進するとと

もに、移動しやすい環境整備など公共交通・観光、公共インフラ等の面での気運醸成を強

力に進める。 

 

４．包摂社会の実現 

（女性活躍） 

女性版骨太の方針202396に基づき、Ｌ字カーブの解消に資するよう、女性活躍と経済成長

の好循環の実現に向けて、プライム市場上場企業を対象とした女性役員に係る数値目標97

の設定やその達成を確保する仕組みの導入など女性登用の加速化、女性起業家の育成・支

援等を進めるとともに、多様な正社員の普及促進や長時間労働慣行の是正、投資家の評価

を利用した両立支援等の多様で柔軟な働き方の推進、仕事と家庭の両立に向けた男性の育

児休業取得の促進やベビーシッター・家事支援サービス利用の普及、男女間賃金格差の更

なる開示の検討、女性の視点も踏まえた社会保障制度・税制等の検討、非正規雇用労働者

の正規化や処遇改善、女性デジタル人材の育成98、地域のニーズに応じた取組の推進99、就

業支援や養育費の確保を含めたひとり親家庭支援など女性の所得向上・経済的自立に向け

た取組を強化する。ＩＴ分野を始め理工系分野の大学・高専生、教員等に占める女性の割

合向上に向け、女子中高生の同分野の学びや分野選択の促進など産学官連携で地域一体と

なった取組等を加速するとともに、大学の上位職への女性研究者登用を促進する取組を強

化する。ＤＶ対策、性犯罪・性暴力対策100、困難な問題を抱える女性への支援に関する法

律101の円滑な施行、事業主健診の充実、フェムテックの利活用やナショナルセンター機能

の構築を含めた女性の健康支援、ＷＰＳ102等により女性が尊厳と誇りを持って生きられる

社会を実現する。 

 

（共生・共助社会づくり） 

人と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮ら

せる包摂的な共生社会づくりを推進する103。このため、重層的支援体制整備事業について、

実施市町村の拡充を図るとともに、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度について就

労、家計改善、住まいの支援などの強化等の検討を行う。また、ユニバーサルデザインの

                         
96「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023（女性版骨太の方針2023）」（令和５年６月13日すべての女性が輝く社会づくり
本部・男女共同参画推進本部決定）。 
97 2025年を目途に、女性役員を１名以上選任するよう努める。2030年までに、女性役員の比率を30％以上とすることを目指
す。 
98 「女性デジタル人材育成プラン」（令和４年４月26日男女共同参画会議決定）の実行を含む。 
99 独立行政法人国立女性教育会館について、男女共同参画センターへの支援機能の強化等に向け、2024年通常国会への関連
法案の提出を目指す。 
100 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第57号）及び改正児童福祉法に基づく対策を含
む。 
101 令和４年法律第52号。 
102 女性・平和・安全保障（Women, Peace and Security）。2000年10月31日、国際連合安全保障理事会（安保理）は、国際紛
争の予防・解決・平和構築・平和維持のあらゆるレベルにおいて女性を「積極的主体」として位置付けた女性・平和・安全
保障に関する決議第1325号（S/RES/1325(2000)）を全会一致で採択している。 
103 動物愛護管理を通じた生命尊重や人の生命・身体等の保全の取組を含む。 
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街づくりや心のバリアフリーの取組104の推進のほか、生活困窮者自立支援制度、住宅セー

フティネット制度等の住まい支援の強化を図るとともに、入居後の総合的な生活支援を含

めて、住まい支援を必要とする者のニーズ等を踏まえ必要な制度的対応等を検討する。さ

らに、認知症の人や家族に対する支援、障害者の地域生活の支援、生涯学習の推進、就労

支援、情報コミュニケーション等に対する支援、官民協働の支援体制構築等困難な問題を

抱える女性支援の強化、労働者協同組合の活用促進、成年後見制度を含めた総合的な権利

擁護、無戸籍者の解消、性的マイノリティに関する正しい理解や社会全体が多様性を受け

入れる環境づくりの促進等を図る。また、外国人との共生社会の実現に向け、「外国人材

の受入れ・共生のための総合的対応策」等105に基づき、マイナンバーカードと在留カード

の一体化のほか、関係省庁の連携により、政府の新たな重要課題である外国人材の受入れ・

共生の基盤となる日本語教育機関認定法106の運用を確実に実施するために必要な日本語教

育の推進体制の大幅な強化・拡充107や地域の日本語教育の体制づくり、外国人児童生徒等

の就学促進等に取り組む。また、改正入管法108に基づく長期収容・送還忌避の課題解消に

向けた取組とともに、難民に準じて庇護すべき者に対して適切な支援を実施する。 

寄附やベンチャー・フィランソロフィー109を促進するなど公的役割を担う民間主体への

支援を強化し、ソーシャルセクターの発展を図る。公益社団・財団法人制度を改革するた

め、2024年通常国会への関連法案110の提出とともに体制面を含め所要の環境整備を図る。

伴走支援の充実等の休眠預金等活用法111施行５年後の見直し112に即してその円滑な実施に

取り組むとともに、社会経済情勢の変化に応じ機動的な休眠預金の活用を図る。ＮＰＯ法
113に基づく各種事務のオンライン化の促進を含め、ＮＰＯ法人の活動促進に向けた環境整

備を進めるとともに、地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームの活用など官民による

協働の促進を図る。 

 

（就職氷河期世代支援） 

今年度から２年間の「第二ステージ」において、これまでの支援の成果等を踏まえて強

化した施策を着実に実施し、地方自治体の取組も後押ししながら、相談、教育訓練から就

職、定着までの切れ目のない支援や、個々人の状況に合わせた丁寧な寄り添い支援を行う。

あわせて、公務員での採用を推進するほか114、「第二ステージ」から開始した独立行政法

人等での採用の促進に取り組む。さらに、就職氷河期世代の実態の把握を図りつつ、「第

                         
104 交通事業者の接遇向上、高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進等。 
105 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）」（令和５年６月９日外国人材の受入れ・共生に関
する関係閣僚会議決定）及び「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ（令和５年度一部変更）」（令和５年６月
９日同会議決定）。 
106 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律。 
107 日本語教育機関認定法の着実な実行に向けて、在留外国人の増加等を踏まえ、日本語教育環境整備のための専門部署の十
分な体制の拡充、法務省と文部科学省の一体的な制度の運用に必要な体制の強化を行うことを含む。 
108 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の
一部を改正する法律（令和５年法律第56号）。 
109 ベンチャーキャピタル等の手法を用いて、非営利組織や社会的企業に対し中長期にわたり資金提供や経営支援を行うこと
により、社会的インパクトの最大化を目指す支援の方法。 
110 「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議最終報告」（令和５年６月２日）に基づく。 
111 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（平成28年法律第101号）。 
112「休眠預金等活用法の５年後見直しの対応方針」（令和４年12月16日内閣府）に基づく。 
113 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）。 
114 国家公務員での採用に取り組むとともに、地方公務員での積極的な採用が行われるよう国として要請していく。 
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一ステージ」の総括的検証を踏まえた施策の見直し等を行い、より効果的な支援に取り組

む。 

 

（孤独・孤立対策） 

孤独・孤立対策推進法115に基づき、国・地方の孤独・孤立対策を強化する。特に、孤独・

孤立対策推進本部など安定的・継続的な実施体制の整備、国・地方における官民の連携・

協働及び一元的な相談支援体制の本格実施に向けた環境整備を促進する。また、孤独・孤

立に関する普及啓発活動の集中実施やサポーター養成の仕組みの創設、民生委員・児童委

員活動の推進など支援を求める声を上げやすく声を掛けやすい環境づくりを進め、孤独・

孤立対策に関するＮＰＯ等の諸活動について、複数年契約の普及促進等による継続的な支

援及び支援者支援など新たな支援策の具体化に取り組む。実態調査結果等を踏まえ、全省

庁で孤独・孤立対策の視点を入れて施策を推進する。日常の様々な分野で緩やかなつなが

りを築ける多様な「居場所」づくりなど孤独・孤立の「予防」、アウトリーチの取組、社

会的処方の活用、ひきこもり支援、新大綱116に基づく自殺総合対策など重点計画117の施策

を着実に推進する。 

 

５．地域・中小企業の活性化 

（デジタル田園都市国家構想と「新時代に地域力をつなぐ国土」の実現）  

「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指し、総合戦略118に基づき、従

来の地方創生の取組にデジタルの力を活用して加速させるとともに、今夏に策定する新た

な「国土形成計画」に基づき、「新時代に地域力をつなぐ国土」の実現に向け、デジタル

とリアルが融合した地域生活圏119の形成や交通とデジタルによるネットワークの強化を進

め、デジタル田園都市国家構想を国土形成に展開する。東京一極集中の是正に向け、地方

創生の取組と連携し、地方と東京の相互利益となる分散型国づくりを進める。 

地域の個性や魅力をいかす地域ビジョンの実現に向け、スマートシティ・スーパーシテ

ィ、「デジ活」中山間地域120等121のモデル地域ビジョンに係る施策間・地域間連携や交通活

性化等の重要施策分野等に関するフォローアップと施策の充実を図り、官民の取組を政府

一丸で支援する。優良事例を支えるサービス・システムの効果的・効率的な横展開やDigi

田甲子園122による機運醸成など重点課題123に係る取組を深化し、年内に総合戦略を改訂す

る。 

空飛ぶクルマを推進するほか、ドローン、自動運転等の実装と面的整備に向け「デジタ

                         
115  令和５年法律第45号。2024年４月１日施行。 
116 「自殺総合対策大綱」（令和４年10月14日閣議決定）。 
117 「孤独・孤立対策の重点計画」（令和４年12月26日孤独・孤立対策推進会議決定）。 
118 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（令和４年12月23日閣議決定）。 
119 人口減少が加速する地方において、人々が安心して暮らし続けられるよう、日常的な生活・経済の実態に即し、市町村界
にとらわれず、官民のパートナーシップやデジタルの徹底活用により、暮らしに必要なサービスが持続的に提供される地域。 
120 地域資源やデジタル技術を活用し、農林水産業を軸に、教育・文化、医療・福祉、物流等様々な分野と連携して活性化を
図る中山間地域。 
121 デジタル田園健康特区を含む。 
122 デジタル田園都市国家構想の実現に向けた地域のデジタル実装の取組を広く募集し、特に優れたものを表彰する仕組み。 
123 「当面の重点検討課題」（令和５年６月16日デジタル田園都市国家構想実現会議決定）。 
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ルライフライン全国総合整備計画」を年度内に策定し、2024年度にはドローン航路や自動

運転支援道124の設定を開始し、先行地域での実装を実現する。また、デジタル実装の前提

となる５Ｇ、光ファイバ等のデジタル基盤について全国津々浦々で整備を推進するととも

に、デジタル人材育成125を推進し、改訂整備計画126に基づき、ＧＩＧＡスクール構想に資す

る通信環境の年度内の全学校整備、非地上系ネットワークの展開、データセンター地方拠

点や海底ケーブル等の整備、Beyond５Ｇの研究開発等を進める。 

デジタル推進委員の相談体制の充実など誰一人取り残されないための取組を推進する。 

 

（「シームレスな拠点連結型国土」の構築と交通の「リ・デザイン」） 

広域的な人口・諸機能の分散と連結強化等を進め、コンパクト・プラス・ネットワーク

を深化・発展させ、「シームレスな拠点連結型国土」の構築を目指す。 

地域生活圏の形成等に向け、中心市街地を含む地方都市等の再生や競争力強化、公園の

利活用等による人中心のコンパクトな多世代交流まちづくり127とその高度化128、公共交通

施設等のバリアフリー、通学路等の交通安全対策、道の駅の拠点機能強化、自転車等の利

用環境の向上等を進めるとともに、戦略的なインフラメンテナンスの取組を加速化する。

地域公共交通については、改正法129の円滑な施行等あらゆる政策ツールを総動員するとと

もに、国の執行体制の強化を図る。ＭａａＳ等の交通ＤＸ・ＧＸ、地域経営における連携

強化、ローカル鉄道の再構築130、地域の路線バスの活性化など「リ・デザイン」の取組を

加速化するとともに、デジタル田園都市国家構想の実現に資する幹線鉄道ネットワークの

地域の実情に応じた高機能化・サービスの向上、ラストワンマイルの移動手段であるタク

シーや自家用有償旅客運送に関する制度・運用の改善等を通じて、豊かな暮らしのための

交通を実現する。 

中枢中核都市等を核とした広域圏の自立的発展と「全国的な回廊ネットワーク」の形成

を通じた交流・連携の強化、国際競争力の強化のため、高規格道路、整備新幹線、リニア

中央新幹線、港湾等の物流・人流ネットワークの早期整備・活用、航空ネットワークの維

持・活性化131、モーダルコネクトの強化、造船・海運業等の競争力強化132等に取り組む。加

えて、基本計画路線及び幹線鉄道ネットワーク等の高機能化等の地域の実情に応じた今後

の方向性について調査検討を行う。また、リニア中央新幹線等により三大都市圏を結ぶ「日

本中央回廊」を形成し、地方活性化や国際競争力強化を推進する。リニア中央新幹線につ

いて、水資源、環境保全等の課題解決に向けた取組133を取りまとめ、品川・名古屋間の早

                         
124 高速道路における物流トラックを対象とした路車協調システム等による自動運転の支援を含む。 
125 デジタル推進人材について、2022年度から2026年度までに累計230万人の育成を目指す（総合戦略）。 
126 「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」（令和４年３月29日総務省策定、令和５年４月25日総務省改訂）。 
127 居住や都市機能の誘導による立地適正化、都市防災対策等による都市環境の質的向上、「居心地が良く歩きたくなる」ま
ちなかづくり等により推進。 
128 都市開発・維持管理の効率化や地域政策の高度化、新産業の創出に向け、建築ＢＩＭ、ＰＬＡＴＥＡＵ等による「建築・
都市のＤＸ」の取組、不動産関係ベース・レジストリの整備・活用に関する地理空間情報活用推進会議における検討結果を
踏まえた戦略的な不動産ＩＤ等による幅広い分野での新サービス創出等を推進。 
129 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第18号）。 
130 上下分離を含めた地方自治体と鉄道事業者等の連携・協働。 
131 空港の機能強化を含む。 
132 旅客航路の維持・活性化を含む。 
133 国土交通省が設置した有識者会議において、2021年に大井川の水資源への影響に関する中間報告を取りまとめるとともに、
現在、生態系等の環境の保全について、科学的・客観的な観点から議論を行っている。 
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期整備を促進するとともに、開業に伴う東海道新幹線の輸送余力を活用した東海エリアの

利便性向上・地域にもたらす効果等について調査分析を行う。全線開業の前倒し134を図る

ため、建設主体が本年から名古屋・大阪間の環境影響評価に着手できるよう、沿線自治体

と連携して、必要な指導・支援を行う。 

また、運輸分野におけるモード横断的な安全対策や人材確保・育成に取り組む。 

 

（個性をいかした地域づくりと関係人口の拡大） 

個性をいかした地域づくりに向けて、沖縄振興・北海道開発と、過疎地域や奄美、小笠

原、半島、離島、豪雪地帯等の条件不利地域対策に取り組む。沖縄が「強い沖縄経済」を

実現し、日本の経済成長の牽引役となるよう、観光等の各種産業や北部・離島地域の振興、

沖縄健康医療拠点の整備135を始めとした基地跡地の利用、こどもの貧困対策、クリーンエ

ネルギー導入、スタートアップ支援136、人材育成137等の沖縄振興策を国家戦略として総合

的・積極的に推進する。新たな「北海道総合開発計画」を年度内に策定し、我が国のエネ

ルギー供給基地も担うゼロカーボン北海道の実現、食と観光を担う生産空間の維持・発展、

デジタル産業の集積促進、北方領土隣接地域の振興等、北海道開発を推進する。ウポポイ

を拠点に文化振興等に取り組み、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現する。 

人の流れを創出するため、若者の地方移住への支援を強化するとともに、地域と企業の

連携を促進しつつ、地方拠点強化税制を活用し企業の地方移転を促す。関係人口の創出・

拡大や、テレワーク活用による転職なき移住、二地域・多地域居住等の多様なライフスタ

イルの推進に向け、サテライトオフィス等の環境整備を進めるとともに、地域おこし協力

隊等自治体への人的支援の充実や地域企業へのマッチング支援等により地域への人材還流

を促す。地域の稼ぐ力の向上に向け、産学官金連携により地域の経済循環を担う地域密着

型企業の立ち上げ等を促進138する。 

 

（物流の革新） 

2024年度から時間外労働の上限規制が運転手に適用され物流への影響が懸念される「物

流2024年問題」の解決等に向け、持続可能な物流を実現すべく、「物流革新に向けた政策

パッケージ」139に基づき、道路・港湾・貨物鉄道・倉庫等の物流拠点・ネットワークの災害

対応能力を含む機能強化、モーダルシフトなど物流ＧＸ140、物流ＤＸ141・標準化等142による

「物流の効率化」、荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減に向けた規制的措置の導

入、トラック法143に基づく荷主等への要請・勧告制度の実効性向上144等による「商慣行の見

                         
134 リニア中央新幹線については、2016年、建設主体の当時の2045年の東京・大阪間の全線開業計画について全線開業までの
期間の最大８年間前倒し（最速2037年）を図るため、財政投融資を活用して2016年、2017年の２年間で３兆円の長期、固定、
低利の貸付けを行った。 
135 2024年度末までの完了を目指す。 
136 沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ）における新たなスタートアップ創出拠点の整備等。 
137 産業成長を牽引する人材や児童・生徒の県内外国人家庭との交流を通じた外国語能力等を持つ人材の育成を含む。 
138 令和５年度から、「ローカルスタートアップ支援制度」を創設。 
139 令和５年６月２日我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定。 
140 省エネ化に資する車両や船舶の導入、物流施設等の省エネ・脱炭素化、カーボンニュートラルポート等。 
141 自動運転、ドローン物流、バース予約システム、求貨求車マッチングや自動倉庫、ＡＩターミナル、サイバーポート等。 
142 高速道路のトラック速度規制の引上げに向けた調整を含む。 
143 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）。令和５年改正により荷主等への要請・勧告制度ｓ等が期限延長。 
144 「トラックＧメン（仮称）」の設置に向けた監視体制の強化を含む。 
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直し」、再配達削減を含む荷主や消費者の「行動変容を促す仕組みの導入」等の抜本的・

総合的な対策を一体的に進め、物流の生産性向上等を推進する。このため、次期通常国会

での法制化も含め、荷主への規制的措置など中長期的に継続して取り組むための枠組みを

整備する。 

 

（中堅・中小企業の活力向上） 

地域経済を支える中堅・中小企業の活力を向上させ、良質な雇用の創出や経済の底上げ

を図る。このため、成長力のある中堅企業の振興や売上高100億円以上の企業など中堅企業

への成長を目指す中小企業の振興を行うため、予算・税制等により、集中支援を行う。具

体的には、Ｍ＆Ａや外需獲得、イノベーションの支援、伴走支援の体制整備等に取り組む。

また、ＧＸ、ＤＸ、人手不足等の事業環境変化への対応を後押ししつつ、切れ目のない継

続的な中小企業等の事業再構築145・生産性向上の支援、円滑な事業承継の支援や、新規に

輸出に挑戦する１万者の支援146を行う。あわせて、地域の社会課題解決の担い手となり、

インパクト投資等を呼び込む中小企業（いわゆるゼブラ企業など）の創出と投資促進、地

域での企業立地を促す工業用水等の産業インフラ整備や、地域経済を牽引する中堅企業の

人的投資等を通じた成長の促進に取り組む。 

これらによるサプライチェーンの付加価値の増大とともに、その適切な分配を推進する

ため、「パートナーシップ構築宣言」を推進するほか、優越的地位の濫用に関する特別調

査、重点５業種に対する立入調査の実施等、原材料費やエネルギーコストの適切なコスト

増加分の全額転嫁を目指し、取引適正化を推進する147。また、実態調査を行った上で、労

務費の転嫁の在り方について指針をまとめる。加えて、インボイス制度の円滑な導入やサ

イバーセキュリティ対策を支援する。 

さらに、感染症の影響等への対応で債務が増大している中小企業等の収益力改善・事業

再生・再チャレンジの支援を強化する。具体的には、官民金融機関や信用保証協会等によ

る経営支援の強化、返済猶予等の資金繰り支援、資本性劣後ローンの活用等を通じた資本

基盤の強化、債務減免を含めた債務整理等に総合的に取り組む。地域交通や観光・宿泊業

等の事業再生等を重点的に支援する。加えて、早期の事業再生等を促す環境を整備するた

め、経営者保証に依存しない融資慣行を推進する。 

また、新しい事業に取り組むフリーランスを含む個人事業主に対する経営や財務戦略に

ついての経営者教育に取り組む。 

 

（文化芸術・スポーツの振興） 

文化芸術と経済の好循環による活動基盤強化と持続的発展を加速し、心豊かで多様性と

活力のある文化芸術立国を実現する148。このため、我が国が誇るソフトパワーや日本遺産

等の地域の有形・無形の伝統的・現代的な文化芸術資源・コンテンツの魅力の掘り起こし、

                         
145 出版業及び書籍・雑誌小売業などの産業構造転換等も支援。 
146 「新規輸出１万者支援プログラム」（令和４年12月16日開始）。 
147 約束手形の利用廃止に向けたフォローアップも含む。 
148 「第２期文化芸術推進基本計画」（令和５年３月24日閣議決定）等に基づく。 
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磨き上げや強靱化、国際文化交流とそれを通じた平和・絆・安全保障への寄与、国内外へ

の発信強化、クールジャパン戦略の展開149、民間資金や著作権制度改革を含む文化ＤＸの

活用等150を推進する。文化庁の京都移転を機に、文化芸術による地方創生や文化芸術のグ

ローバル展開等の強化に向け、日本博2.0の全国展開、食文化や建築文化、生活文化、書籍

を含む文字・活字文化、文化観光等による新たな価値創造、社会全体で文化財を支える保

存・活用の充実と官民連携等151の推進を図る。舞台芸術の地方公演等での統括団体等を通

じた総合的な活動支援等152を含め、こどもや障害者等の文化芸術教育、鑑賞・体験機会の

充実を図る。新国立劇場など国際拠点となる国立文化施設や博物館・美術館等のグローバ

ル展開を含む機能強化、アート市場の活性化、メディア芸術ナショナルセンター構想の推

進や、トップ芸術家や伝統芸能の担い手の育成等を含め、文化芸術の成長産業化153を図る。

世界のコンテンツ産業の成長を睨み、広い意味でのクリエイターの支援を進めていく。国

立公文書館の機能強化等154を進める。 

障害の有無にかかわらず、誰もが気軽にスポーツに親しみ、その価値を実感できる、活

力ある、絆の強い社会を実現155する。このため、地域の実情に応じた地域スポーツ環境の

総合的な整備156を推進する。スポーツ振興と地方創生の好循環の加速化と、スポーツの成

長産業化を図る。その際、武道・スポーツツーリズムや日本らしいスポーツホスピタリテ

ィ157を取り入れたスポーツ・健康まちづくりの全国展開、民間資金の活用やスポーツＤＸ

の推進158、指導者や活動団体の育成等を図る。また、持続可能な国際競技力の向上やスポ

ーツ界のガバナンス強化を図る。 

 

 

第３章 我が国を取り巻く環境変化への対応 
 

１．国際環境変化への対応 

（１）外交・安全保障の強化 

ロシアのウクライナ侵略など、国際秩序が重大な挑戦にさらされる歴史の転換期にあっ

て、Ｇ７広島サミットの成果も踏まえ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の堅持

のための外交を積極的に展開する159。Ｇ７が結束し、食料、保健など地球規模課題等への

取組を進め、いわゆるグローバル・サウスへの関与を強化するとともに、対露制裁並びに

                         
149 「知的財産推進計画2023」（令和５年６月９日知的財産戦略本部決定）に基づく。 
150 デジタル技術を活用した文化芸術活動等の振興を含む。 
151 国立文化財修理センターの整備など文化財の匠プロジェクトの充実、地域の誇りである城郭の安定的な修理・活用、皇居
三の丸尚蔵館収蔵品の地方展開等を含む。 
152 劇場・音楽堂等への支援を含む。 
153 映像作品のロケ誘致活動やｅスポーツ（コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える
際の名称）等、文化関連産業の振興を含む。 
154 国立公文書館、博物館、美術館等が所蔵する公文書や資料等のデジタルアーカイブ化の推進を含む。 
155 2025年第25回夏季デフリンピック競技大会の開催も契機として取り組む。 
156 地域スポーツの推進体制の構築、指導者の量と質の確保、安全確保の体制づくり、学校体育施設の有効活用等。 
157 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を通じて創出されたレガシーの一つで、「する・みる・ささえる」スポーツ
を行う人々が、そこに「あつまる」ことで、これまで以上に「より良く楽しむ」ことを可能とする取組・行為全般を示す。 
158 バーチャルスポーツの推進、先端技術によるコンディショニング環境の向上を含む。 
159 本年５月20日のＧ７広島首脳コミュニケでは、「我々は、国際社会の安全と繁栄に不可欠な台湾海峡の平和と安定の重要
性を再確認する。台湾に関するＧ７メンバーの基本的な立場（表明された「一つの中国政策」を含む）に変更はない。我々
は、両岸問題の平和的解決を促す。」と明記した。 
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ウクライナ及び周辺国への強力な支援を推進する160。「核兵器のない世界」に向け、「ヒ

ロシマ・アクション・プラン」161の着実な実施等を通じ、核を含む軍縮・不拡散に向けた

国際的な取組を主導する。「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、日米同盟を基

軸に、米豪印や韓国を始め各国・地域との協力連携を進める。特に我が国のアジア外交の

中心に据え、長年の貢献により、相互信頼関係を築いてきたＡＳＥＡＮとは特別首脳会議
162を機に将来のビジョンと幅広い協力を打ち出し163、包括的かつ戦略的関係を深める。太

平洋島しょ国とも太平洋・島サミットを通じ関係強化を図る。 

「開発協力大綱」164に基づいて、開発協力を効果的・戦略的かつ適正に実施していくこ

とを踏まえ、様々な形でＯＤＡを拡充し、実施基盤の強化のための必要な努力を行う165。

ＯＳＡ166を戦略的に推進し、強化する。安保理改革を含む国連の機能強化、国際機関邦人

職員の増強、国際裁判を含む国際法に基づく紛争解決、人権、ＷＰＳ、人間の安全保障、

親日派・知日派の育成、領土・主権等に係る対外発信等の課題に取り組む。北朝鮮との関

係では、日朝平壌宣言に基づき、拉致167、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、

不幸な過去を清算して、国交正常化を目指す。 

合理化・効率化を図りつつ、外交の基盤となる人的体制の強化や財政基盤の整備168、緊

急時の邦人保護体制を含む在外公館の強靱化、領事サービスの向上、デジタル化・情報防

護の強化を含め、外交・領事実施体制を抜本的に強化し、外交力の強化を図る。 

戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対応すべく、「国家安全保障戦略」等169に基づき、

2027年度までの５年間で防衛力を抜本的に強化する。その際、スタンド・オフ防衛能力、

統合防空ミサイル防衛能力、無人アセット防衛能力、領域横断作戦能力、指揮統制・情報

関連機能、機動展開能力・国民保護、持続性・強靱性の７つの柱を重視し、現有装備品を

最大限有効に活用するため、可動状況の向上や弾薬・燃料の確保、主要な防衛施設の強靱

化への投資を加速するとともに、統合運用体制を含め、将来の中核となる能力を強化する。 

日米同盟の抑止力と対処力を強化するとともに、同志国等との連携を強化する。 

装備品の安定的な調達を確保するため、防衛生産・技術基盤を国内において維持・強化

する。防衛生産基盤強化法170の着実な執行等により、力強く持続可能な防衛産業の構築、

様々なリスクへの対処、防衛装備移転の推進を図るとともに、画期的な装備品等を他国に

先駆けて実現する研究開発、民生の先端技術の積極的な活用に取り組む。 

優秀な人材の確保、生活・勤務環境の改善や処遇の向上等を通じて人的基盤を強化する

ほか、衛生機能を強化する。また、在日米軍再編及び基地対策の推進等を図る。 

                         
160 ウクライナ経済復興推進準備会議において、官民による「日本ならでは」の復興支援策を検討。 
161 2022年８月の第10回ＮＰＴ運用検討会議において岸田総理が発表。 
162 本年12月中旬に東京で日ＡＳＥＡＮ友好協力50周年特別首脳会議を開催予定。 
163 人的交流、文化・知的交流等の取組を含む。 
164 令和５年６月９日閣議決定。 
165 ＪＩＣＡによる人材育成等の協力を含む。 
166 ＯＳＡ（政府安全保障能力強化支援）：同志国の安全保障能力・抑止力の向上を目的として、装備品・物資の提供やイン
フラの整備等を行うもの。  
167 本年１月23日第211回国会における岸田内閣総理大臣施政方針演説では「中でも、最重要課題である拉致問題は深刻な人
道問題であり、その解決は、一刻の猶予も許されません。」と表明した。 
168 急激な為替変動等の影響への速やかな対応を含む。 
169 「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」（令和４年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決
定）。 
170 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法律第54号）。 
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防衛力の抜本的強化等の財源については「防衛力整備計画」171等に沿って、機動的・弾

力的な対応を含め確保する。その際、各年度の予算編成過程において、歳出改革の継続、

税収等の動向や歳出の不用等の結果生じる決算剰余金の活用、外国為替資金特別会計から

の繰入れ等により4.6兆円が確保された税外収入の更なる確保に努める。「令和６年以降の

適切な時期とする」172とされている税制措置の開始時期については、令和７年以降の然る

べき時期とすることも可能となるよう５兆円強の確保を目指す税外収入の上積みやその他

の追加収入を含めた取組の状況を踏まえ、柔軟に判断する。 

防衛力のみならず、外交力・経済力を含む総合的な国力を活用するという考えの下、防

衛力の抜本的強化を補完し、それと不可分一体のものとして、研究開発、公共インフラ整

備、サイバー安全保障、我が国及び同志国の抑止力の向上等のための国際協力の４つの分

野における取組を関係省庁の枠組みの下で推進し、総合的な防衛体制を強化する。 

サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国並みに向上させるため、政府のサイバ

ーセキュリティの強化を図るとともに、能動的サイバー防御の実施に向けた体制を整備す

る。政府外の機関との連携の強化を含む偽情報対策等の情報戦対応や対外発信、人的情報

を含む情報収集・分析に係る我が国の体制と能力を強化する。南西地域を含む住民の迅速

かつ安全な避難を実現すべく、様々な種類の避難施設の確保等を含め、国や地方公共団体

等が協力して、住民を守るための取組を進めるなど、国民保護のための体制を強化する。 

「海洋基本計画」173に基づき、海洋状況把握等による総合的な海洋の安全保障等の取組

を推進するほか、「海上保安能力強化に関する方針」174に基づき、巡視船等の増強・更新、

運航費の確保、無操縦者航空機等の新技術の活用推進、警察・自衛隊、外国海上保安機関

等との連携協力の強化、人材育成等を進める。「宇宙基本計画」175に基づき、自衛隊等に

よる宇宙利用を強化するなど、宇宙の安全保障に関する総合的な取組を強化する。 

  

（２）経済安全保障政策の推進 

我が国の平和と安全や経済的な繁栄等の国益を経済面から確保する観点から、経済活動

の自由との両立を図りつつ、我が国の自律性の向上、技術等に関する我が国の優位性、不

可欠性の確保等に向けて必要な経済施策を総合的、効果的かつ集中的に講じていく。その

際、同盟国・同志国等との連携を強化するとともに、各産業等が抱えるリスクを継続的に

点検し、政府一体となって必要な取組を行う。 

経済安全保障推進法176の着実な実施と取組の更なる強化を行う。 

重要な物資のサプライチェーンについて不断の点検・評価を行った上で、把握された課

題への対応を検討し、安定供給確保のために必要な措置を着実に講ずる。国民の生存や国

民生活・経済活動にとって重要な物資の製造等を担う民間企業への資本強化を含めた支援

の在り方について、更に検討を進める。 

                         
171 「2027年度以降、防衛力を安定的に維持するための財源、及び、2023年度から2027年度までの本計画を賄う財源の確保に
ついては、歳出改革、決算剰余金の活用、税外収入を活用した防衛力強化資金の創設、税制措置等、歳出・歳入両面におい
て所要の措置を講ずることとする。」 
172 「令和５年度税制改正の大綱」（令和４年12月23日閣議決定）。 
173 令和５年４月28日閣議決定。 
174 令和４年12月16日海上保安能力強化に関する関係閣僚会議決定。 
175 令和５年６月13日閣議決定。 
176 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和４年法律第43号）。 
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先端的な重要技術の育成に向け、新たに支援対象とするべき技術を示し、官民の伴走支

援の下で着実に研究開発を行いつつ、切れ目なく強力な支援を実現する。安全・安心に関

するシンクタンクにおいて経済安全保障推進法に基づく調査研究を着実に実施すべく、本

格的な設立準備を進め、政府における調査研究を充実させる。 

基幹インフラの事前審査制度及び特許出願の非公開制度の2024年春の円滑な施行に向け、

必要な周知等を行うとともに、関係省庁における必要な体制を整備する。重要なインフラ

分野については、同盟国・同志国等と協調しつつ、国際通信における自律性向上も含め、

脆弱
ぜいじゃく

性解消に向けたインフラ強靱化に取り組む。 

主要国の情報保全の在り方や産業界等のニーズも踏まえ、セキュリティ・クリアランス

を含む我が国の情報保全の強化に向けた法制度等の検討を更に深め、速やかに結論を得る。

データ・情報保護について、国際的な環境の変化等を踏まえ、関係省庁が緊密に連携しつ

つ、機微なデータや情報通信技術サービスの安全性・信頼性確保に関してとるべき措置を

検討する。政府が扱う情報の機密性等に応じた方針に基づき情報システムの利用を進める

とともに、その方針における考え方について民間事業者等へも周知・広報を行っていくほ

か、必要なクラウドの技術開発等を支援しその成果を公共調達に反映する。 

外為法177上の投資審査について、地方支分部局も含めた情報収集・分析・モニタリング

等の強化を図るとともに、指定業種の在り方について、引き続き検討を行う。ロシアによ

るウクライナ侵略も踏まえ、新たな安全保障貿易管理の枠組みの検討も含めた先端技術を

保有する民主主義国家による責任ある技術管理や、各種制裁の効果的な実施に引き続き取

り組む。同盟国・同志国等と緊密に連携しつつ、外国からの経済的な威圧に対する効果的

な取組の在り方を検討するとともに、取組を進める。研究インテグリティの確保や留学生・

外国人研究者等の受入れの審査強化に引き続き取り組む。重要土地等調査法178に基づき、

区域指定を進め、調査等を実効的かつ着実に実施するとともに、法の執行状況や安全保障

を巡る内外の情勢等を見極めた上で、更なる検討を進める。 

国家安全保障局を司令塔とした、内閣府（経済安全保障担当）等の関係省庁を含めた経

済安全保障の推進体制を強化する。経済安全保障に資するインテリジェンス能力を強化す

るため、情報の収集・分析等に必要な体制を整備する。経済安全保障を巡る情報の発信を

始めとした地方公共団体を含む関係者との連携に取り組む。 

 

（３）エネルギー安全保障の強化 

ロシアのウクライナ侵略によって国際的なエネルギー市場が混乱する中、我が国では、

エネルギー価格の高騰や国内における電力やガスの需給ひっ迫の懸念など、エネルギー危

機が危惧される緊迫した状況にある。安定的で安価なエネルギー供給は、国民生活、社会・

経済活動の根幹であり、脱炭素化の取組179とともに、エネルギー危機に耐え得る強靱なエ

ネルギー需給構造に転換していく必要がある180。 

                         
177 外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）。 
178 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律（令和３年法律第84号）。 
179 前章２．（２）の取組を含む。 
180 エネルギー安定供給の確保に向けた各々の方策については、「第６次エネルギー基本計画」（令和３年10月22日閣議決定）
を踏まえて実施する。 
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このため、化石エネルギーへの過度な依存からの脱却を目指し、需要サイドにおける徹

底した省エネルギー、製造業の燃料転換などを進めるとともに、供給サイドにおいては、

足元の危機を乗り切るためにも再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄

与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する。また、電力需給ひっ迫を踏まえ、供給力

の確保、電力ネットワークやシステムの整備などを図るとともに、脱炭素のエネルギー源

を安定的に活用するためのサプライチェーン維持・強化、安全確保を大前提とした原子力

の活用、厳正かつ効率的な審査を含む実効性ある原子力規制や、道路整備等による避難経

路の確保等181を含む原子力防災体制の構築を進めていく。 

世界の資源・エネルギー情勢がより複雑かつ不透明となる中、資源の大部分を海外に依

存する我が国においては、石油・天然ガス、金属鉱物資源の安定供給確保のため、国が前

面に立って資源外交を行うほか、政府系機関を通じた支援強化の取組を進める。加えて、

アジア各国と連携したＬＮＧの確保などアジア全体でのエネルギーの安定供給を図るとと

もに182、同志国等との協調などを通じて重要鉱物の安定供給の確保183に取り組む。また、戦

略的余剰ＬＮＧの構築やＳＳ184事業者の経営力強化やネットワーク維持等を通じて、燃料

供給体制を強化する。 

また、レアメタル権益の確実な確保に向けた支援措置など安定供給体制の強化や、メタ

ンハイドレート、海底熱水鉱床、レアアース泥等の国産海洋資源の確保に取り組む。 

 

（４）食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長の推進 

世界的な食料争奪の激化等、食料安全保障上のリスクが高まる中、我が国の人口減少や

カーボンニュートラル等に対応した持続可能で強固な食料供給基盤の確立に向け、「食料・

農業・農村政策の新たな展開方向」185を具体化するとともに、食料・農業・農村基本法186に

ついて、本年度中の改正案の国会提出に向け、基本理念を含め見直しの検討を加速化させ

る。 

食料安全保障の強化に向け、安定的な輸入と備蓄とを適切に組み合わせつつ、輸入依存

度の高い食料・生産資材の国内生産力の拡大等187の構造転換を推進するとともに、平時か

ら食料安全保障の状況を評価し不測時に政府一体で食料の確保等を行う仕組み、関係省庁・

自治体が連携した買い物弱者、フードバンク・こども食堂等国民への食料の提供を進めや

すくする仕組み、食料について適正な価格転嫁を促進する仕組み188等の検討を進める。 

農林水産物・食品の輸出では、稼ぎを重視しつつ、2025年の輸出額２兆円目標の前倒し

を目指すほか、みどりの食料システムの確立に向け、有機農業等の先進的な取組の後押し、

食品事業者の育成及び生産者との連携の促進、消費者理解の醸成に資する「取組の見える

                         
181 緊急時避難円滑化事業による避難の円滑化や高度被ばく医療の質の向上等を含む。 
182 「アジア・ゼロエミッション共同体構想」や「アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ」の取組を含む。 
183 Ｇ７気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケ（令和５年４月15・16日）付属文書「重要鉱物セキュリティのための５
ポイントプラン」の実施等。 
184 サービスステーションの略称。 
185 令和５年６月２日食料安定供給・農林水産業基盤強化本部決定。 
186 平成11年法律第106号。 
187 2030年までに生産面積を小麦９％、大豆16％、米粉用米188％、飼料作物32％増、堆肥・下水汚泥資源の使用量倍増等。 
188 食料システムの各段階の関係者が協議できる場を創設し、当該仕組みの構築を検討。 
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化」等を進める。 

産学官連携による新技術開発と生産・流通等の方式の変革を促進する仕組みの検討やス

マート農林水産業189の実装加速化、担い手・サービス事業体等の育成・確保、担い手への

農地の集積・集約化、農村活性化のための他産業との連携促進、中山間地域の農地の保全

や粗放的利用等の対策、土地改良事業による水田の畑地化・汎用化や農地の大区画化、鳥

獣対策、家畜疾病対策、農業者の経営安定等を進める。 

再造林促進や林道等の生産基盤整備等を含む木材の安定供給体制構築、改正クリーンウ

ッド法190に基づく違法伐採対策、国産材への転換、ＣＬＴ191等の木材利用拡大等192を進める。 

着実な水産資源管理と操業形態の転換や加工流通構造の確立、養殖業の成長産業化、漁

業者の経営安定、漁船等の生産基盤整備、改正漁港法193に基づく海業の振興194等を進める。 

 

（５）対外経済連携の促進、企業の海外ビジネス投資促進 

（対外経済連携の促進）   

世界の成長と繁栄の基盤となる、自由で公正な経済圏の拡大やルールに基づく多角的貿

易体制の維持・強化に取り組む195。Ｇ７広島サミットを受け、新しい資本主義の重要性や

こうした取組の国際連携の必要性に関する議論を主導する。本年中に「ＳＤＧｓ実施指針」

を改定し、誰一人取り残さない社会の実現を目指す。 

ＣＰＴＰＰ196の高いレベルを維持しつつ、英国197加入プロセスを主導し、また、ＲＣＥＰ
198協定の完全な履行確保を図るとともに、ＩＰＥＦ199等において具体的な成果を目指す。

さらに、多角的貿易体制の中核を担うＷＴＯの改革を主導する。また、ＴＰＰ大綱200に基

づく施策を実施する。 

アジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥＣ201）構想等の実現に向け、標準作り等に加

え、日本の技術や制度202を活用し、世界の脱炭素化に貢献する。日本の技術を活用し、2040

年までの追加的プラスチック汚染ゼロとの野心の達成に向けて多数国による条約の策定交

渉等203を主導する。また、2030年までに生物多様性の損失を止めて反転させる目標に向け、

本年度中の国会提出を視野に入れた自主的取組を認定する法制度の検討や、グリーンイン

                         
189 ＩｏＴ、ＡＩ、ロボット等の先端技術を活用した農林水産業。 
190 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和５年法律第22号）。 
191 Cross Laminated Timberの略称。直交集成板。ひき板を繊維方向が直交するように積層接着した重厚なパネル。 
192 このほか、花粉発生源対策にも資するよう、2023年内に「林業活性化・木材利用推進パッケージ」（仮称）を策定。 
193 漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律（令和５年法律第34号）。 
194 海業は、商業、観光業、環境保護等とも密接な関係にあることから、関係省庁との連携を強化。 
195 ＵＮＣＩＴＲＡＬ等でのルール形成を含む。 
196 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership（環太平洋パートナーシップに関する包括
的及び先進的な協定）の略称。 
197 英国は、2021年３月に、インド太平洋への傾斜（Indo-Pacific tilt）を表明しており、本年３月には、今後、同地域を国
際政策の恒久的な柱とすることを打ち出している。 
198 Regional Comprehensive Economic Partnership（地域的な包括的経済連携）の略称。 
199 Indo-Pacific Economic Framework（インド太平洋経済枠組み）の略称。 
200 「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」（令和２年12月８日ＴＰＰ等総合対策本部決定）。 
201 Asia Zero Emission Communityの略称。 
202 アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ（ＡＥＴＩ: Asia Energy Transition Initiative）や二国間ク
レジット制度（ＪＣＭ: Joint Crediting Mechanism）の推進を含む。 
203 条約交渉開始の議論にも貢献した2019年Ｇ20大阪サミットで提唱された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現を
含む。 
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フラ、Ｇ７ネイチャーポジティブ経済アライアンス等の取組を推進する204。グローバルヘ

ルスの推進・課題解決に向け、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（ＵＨＣ）の達成を目

指し、Ｇ７広島首脳宣言を踏まえた対応につき検討を進める。また、ワンヘルス・アプロ

ーチ205を推進するとともに、薬剤耐性対策において、市場インセンティブによる治療薬の

確保等の国内対策や国際連携・産学官連携による研究開発を推進する。貿易手続を含むデ

ジタル化、サプライチェーンの強靱化206、質の高いインフラ207、水循環・水防災、女性等の

分野でも取組を進める。上記の取組やスマートシティ等を始め、相手国ニーズに応じた案

件形成支援の強化など、インフラシステム海外展開戦略208に基づく施策を着実に進める。

国際市場の拡大を図るため、幅広い分野で国際標準戦略を推進する。途上国の債務問題に

対処し、また、金融システムの強化に向けた国際的な議論209に貢献する。 

未来社会の実験場である2025年大阪・関西万博を始め、2027年国際園芸博覧会など、大

規模国際大会等210に向け着実な準備を進める。 

 

（企業の海外ビジネス投資促進） 

技術と意欲ある企業の海外展開を促進するため、投資関連協定やＯＤＡ等211の活用と併

せて、海外ビジネス投資支援パッケージ212等に基づき、必要な体制の強化やビジネスステ

ージに応じた支援メニューの強化・周知を図る。加えて、Ｇ７広島サミットの成果も踏ま

え、「ウクライナ経済復興推進準備会議」での検討を早急に進めつつ、戦況等の現地情勢、

ウクライナの復興計画、現地邦人の安全確保や法の支配の重要性に留意しながら、Ｇ７及

び国際機関との国際連携の推進の下、関係政府機関の活用強化、資金支援や汚職対策等に

より、政府の積極的なイニシアティブでビジネス環境整備を行うことでウクライナの経済

復興を支える。そうした中で、日本企業による技術を活用した貢献を図りつつ、投資を促

進し、柔軟で大胆な「日本ならでは」の復興支援を行う。また、企業のサプライチェーン

や政府の実施する調達において、人権尊重の取組213を行う。 

 

２．防災・減災、国土強靱化、東日本大震災等からの復興 

（防災・減災、国土強靱化）   

激甚化・頻発化する自然災害214、インフラ老朽化等の国家の危機から国民の生命・財産・

暮らしを守り、国家・社会の重要な機能を維持するため、「国土強靱化基本計画」に基づ

                         
204 2030年までに陸と海の30％以上の保全を目指す取組の推進、ＴＮＦＤ（Taskforce on Nature-related Financial 
Disclosures）等の情報開示等への対応支援、それらの基本となるデータ把握・管理の在り方の検討を含む。 
205 人間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携してその解決に向けて取り組むこと。 
206 Ｇ７財務大臣・中央銀行総裁会議（令和５年５月11-13日）及びＧ７広島サミットにおいて、遅くとも本年末までの立ち上
げを目指すことが合意された、クリーン・エネルギー製品のサプライチェーンに関する、ＲＩＳＥ（Resilient and Inclusive 
Supply-chain Enhancement）の推進を含む。 
207 2027年までに最大6,000億ドルの官民資金を世界のインフラ投資に動員することを目指す、Ｇ７グローバル・インフラ投
資パートナーシップ（ＰＧＩＩ：Partnership for Global Infrastructure and Investment）の取組を含む。 
208 「インフラシステム海外展開戦略2025（令和５年６月追補版）」（令和５年６月１日経協インフラ戦略会議決定）。 
209 金融安定理事会（ＦＳＢ）等における議論。 
210 2026年アジア・アジアパラ競技大会、ワールドマスターズゲームズ2027関西等。 
211 租税条約や社会保障協定、法制度整備支援を含む。 
212 令和４年12月20日取りまとめ。 
213 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月13日ビジネスと人権に関する行
動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえた取組。 
214 南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模地震・津波災害、気象災害、火山災害等。 
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き、現下の資材価格の高騰等も踏まえ、必要・十分な予算を確保し、自助・共助・公助を

適切に組み合わせ、女性・こども等の視点も踏まえ、ハード・ソフト一体となった取組を

強力に推進する。５か年加速化対策215等の取組を推進し、災害に屈しない国土づくりを進

める。 

これまでの着実な取組によって大規模な被害が抑制されているところ、中長期的かつ明

確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱化の取組を進めていくことが重要であり、５

か年加速化対策後の国土強靱化の着実な推進に向け、改正法216に基づき、必要な検討を行

う。 

今夏を目途に策定する新たな「国土強靱化基本計画」について、デジタル田園都市国家

構想や新たな「国土形成計画」と一体として取組を一層強化する。将来の気候変動の影響

を踏まえた流域治水217、インフラ老朽化対策の加速化、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等218の防災体

制・機能の拡充・強化等219の「国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理」、ミッ

シングリンクの解消等による災害に強い交通ネットワークの構築等220の「経済発展の基盤

となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化」、サプライチェーンの強靱化

や、船舶活用医療の推進、医療コンテナの活用等による医療の継続性確保等の「災害時に

おける事業継続性確保をはじめとした官民連携強化」に加え、次期静止気象衛星等の活用

による防災気象情報等の高度化221や消防防災分野のＤＸ、防災デジタルプラットフォーム

の構築222、住民支援のためのアプリ開発促進等223の防災ＤＸ、防災科学技術の推進による

「デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化」、災害ケースマネジメント224

の促進、災害中間支援組織225を含む被災者支援の担い手確保・育成、地域の貴重な文化財

を守る防災対策、気象防災アドバイザーや地域防災マネージャーの全国拡充によるタイム

ライン防災の充実強化、消防団への幅広い住民の入団促進等による消防防災力の拡充・強

化等226、多様性・公平性・包摂性を意識した「地域における防災力の一層の強化」を新た

な施策の柱とし、国土強靱化にデジタルと地域力を最大限いかす。 

火山災害対策を一層強化するため、改正法227に基づき、火山調査研究推進本部の体制整

備、専門的な知識や技術を有する人材の育成と継続的な確保等を行う。 

 

                         
215 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年12月11日閣議決定）。 
216 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律（令和５年６
月14日成立）。 
217 気候変動を踏まえた治水計画の見直しや洪水予報河川の拡大を含む。 
218 地方整備局等、国土地理院、災害時に高度な技術力を要する現地調査や応急対策等の支援を行う研究機関等。 
219 盛土の安全確保対策の推進、森林整備・治山対策の推進、学校をはじめ避難所等の防災機能の強化、グリーンインフラの
活用等。 
220 大雪時の交通確保対策の強化、無電柱化の推進等、停電対策の充実化等。 
221 線状降水帯・洪水等の予測精度向上、最新の気象予測技術を活用したダム運用の高度化等。 
222 データ共有のルールや日本版ＥＥＩを新たに策定し、現在整備中の次期総合防災情報システム（2024年度運用開始予定）
を中核として、ＤｉＭＡＰＳ等の災害情報システムと連携し、各府省庁・地方公共団体等の災害対応機関が連携共有体制を
構築するもの。 
223 災害時等にドローン・センサー等を活用し情報収集を行う防災ＩｏＴ、ＡＩ等を駆使する革新技術の創出・社会実装等。 
224 一人一人の被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組。 
225 被災地等においてＮＰＯやボランティア等多様な民間団体の活動支援や活動調整を行う組織。 
226 地方自治体への支援を行うための全国の気象台等の防災体制・機能の拡充、技術職員経験者の活用等による地域防災対策
の強化、要配慮者避難の取組の推進、避難所におけるキッズスペースの確保等。 
227 活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律（令和５年６月14日成立）。 
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（東日本大震災等からの復興）  

東北の復興なくして、日本の再生なし。復興庁を司令塔に、基本方針228等に基づき、被

災地の復興・再生に全力を尽くす。地震・津波被災地域では、被災者の心のケアなど残さ

れた課題に取り組む。原子力災害被災地域の復興・再生には中長期的な対応が必要であり、

今後も国が前面に立って取り組む。東京電力福島第一原発の廃炉及び環境再生を安全かつ

着実に進める。ＡＬＰＳ処理水の海洋放出について、安全性の確保と風評影響への対応に

万全を期す。住民の帰還促進と併せ、移住・定住の促進を図る。たとえ長い年月を要する

としても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興・再生に責任を持って取

り組むとの決意の下、特定復興再生拠点区域の生活環境の整備等を進めるとともに、拠点

区域外については、改正福島復興再生特別措置法229に基づく「特定帰還居住区域」の設定

等により、帰還意向のある住民の帰還を実現していく。福島イノベーション・コースト構

想の更なる発展に向け、創業支援や実証フィールドの整備、福島新エネ社会構想の実現に

向けた取組や「創造的復興の中核拠点」となる福島国際研究教育機構の体制整備等を進め

る。あわせて、高専等を通じた地元人材育成、映画など文化芸術を通じた街づくりを推進

する。また、災害からの復旧・復興に全力を尽くす。 

 

３．国民生活の安全・安心 

良好な治安確保のため、関係府省庁間で連携し、テロの未然防止、インテリジェンス機

能の強化を含むサイバーセキュリティ対策、有事に備えた国民保護施策、マネロン・テロ

資金供与・拡散金融対策等230を推進する。 

高齢運転者等の事故防止や自動車事故による被害者の支援、海上保安庁の救助・救急体

制の強化、関係省庁や関係事業者と連携した特殊詐欺等への対策に向けた取組を推進する。 

「第二次再犯防止推進計画」231に基づく施策の推進、国内外の予防司法支援機能や総合

法律支援の充実・強化232、司法分野・司法試験のデジタル化の推進、インターネット上の

人権侵害233への対策の強化、法曹人材の確保及び法教育の推進などの安全・安心な社会を

支える人的・物的基盤234の整備を図るとともに、基本計画235及び「犯罪被害者等施策の一層

の推進について」236に基づき、犯罪被害者等施策237を強化する。また、性犯罪・性暴力対策

に取り組む。さらに、Ｇ７・ＡＳＥＡＮ等と連携しつつ、司法外交を外交一元化の下で推

進し、法制度整備支援、国際仲裁の活性化及び国際法務人材の育成等238に取り組む。 

こども用製品等の事故防止239、消費生活相談のサービス向上への体制再構築、食品衛生

                         
228 「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針（令和３年３月９日閣議決定）。 
229 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第49号）。 
230 多国間の枠組み等を通じた国際的な取組を含む。 
231 令和５年３月17日閣議決定。保護司・更生保護施設などの民間協力者の支援の充実、地方公共団体との連携強化、拘禁刑
創設を踏まえた受刑者の特性に応じた処遇の充実を含む。 
232 ひとり親世帯における養育費確保のための支援を含む。 
233 いじめ、ヘイトスピーチ、部落差別等を含む。 
234 矯正施設の老朽化対策を含む。 
235 「第４次犯罪被害者等基本計画」（令和３年３月30日閣議決定）。 
236 令和５年６月６日犯罪被害者等施策推進会議決定。 
237 経済的支援の抜本的強化、法的支援の拡充、司令塔機能の強化を含む。 
238 法令外国語訳の加速化を含む。 
239 海外からの直接販売に伴う製品事故の防止策を含む。 
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基準行政の機能強化、悪質商法被害防止のための消費者教育、食品表示基準の国際基準へ

の整合化を推進するとともに、食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ240を年末ま

でに策定する。 

花粉症という社会問題の解決に向けて、「花粉症対策の全体像」241に基づき、約30年後

の花粉発生量の半減を目指した発生源対策、飛散対策、発症・曝露対策等に政府一体とな

って取り組む。 

改正法242に基づき、熱中症特別警戒情報の活用や指定暑熱避難施設の指定の働き掛けな

ど、熱中症対策を強化する。 

新型コロナウイルス感染症の感染症法243上の位置付けが５類に変更されたことに伴い、

医療体制、公費支援など様々な政策・措置の段階的な移行244を進めるとともに、基本的な

感染対策を推進しつつ、重層的な流行状況の把握体制を確保するなど、必要な対策等を講

じていく。また、罹患後症状（いわゆる後遺症）やワクチンの副反応についての実態把握

に資する調査・研究等を進める。 

次なる感染症危機への対応に万全を期すため、内閣感染症危機管理統括庁を今秋に設置

し、感染症危機管理の司令塔機能を強化するとともに、これまでの新型コロナウイルス感

染症への対応の検証を踏まえて政府行動計画245を見直す。国立健康危機管理研究機構を

2025年度以降に創設し、質の高い科学的知見を迅速に提供する。また、医療措置協定締結

の推進、保健所や地方衛生研究所等の体制強化、臨床研究の基盤整備、人材育成や災害派

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の対応力強化等に取り組む。 

 

 

第４章 中長期の経済財政運営 
 

１．中長期の視点に立った持続可能な経済財政運営 

（基本的考え方） 

これまで述べたとおり、我が国を取り巻く環境が激変する中、多様な社会課題に対応す

る財源を確保しながら、持続可能な経済財政運営を行っていく。 

コロナ禍を脱し、経済が正常化し、「成長と分配の好循環」を拡大していく中で、賃金

や調達価格の上昇を適切に考慮しつつ、歳出構造を平時に戻していくとともに、緊急時の

財政支出を必要以上に長期化・恒常化させないよう取り組む。経済再生と財政健全化の両

立を図るため、財政政策は主として潜在成長率の引上げと社会課題の解決に重点を置き、

中長期的な視点を重視した経済財政運営に取り組む。５～10年の中長期的視点に立って、

民間の予見可能性を確保し、民需を引き出し、社会課題を解決する中長期の計画的な投資

を推進する政策運営を行うとともに、それを担保するワイズスペンディングを徹底する。 

                         
240 食品の寄附や食べ残しの持ち帰りを促進するための法的措置、フードバンク団体の体制強化、賞味期限の在り方の検討を
含む。 
241 令和５年５月30日花粉症に関する関係閣僚会議決定。 
242 気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律（令和５年法律第23号）。 
243 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）。 
244 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」（令
和５年３月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）等に基づく。 
245 「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」（平成25年６月７日閣議決定、平成29年９月12日一部変更）。 
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その際、予算の単年度主義の弊害是正に取り組む。税制の将来にわたる効果を見据えた

動的思考を活用する。また、構造変化を促すインセンティブ・仕組みの構築や公的部門の

産業化、見える化を図るとともに、個々の予算を効果的・効率的なものとし、成果の検証

の強化を進める。加えて、デジタル社会に対応した次世代型行政サービスへの改革の実現

に向けて、経済波及効果や質・効率の高い行財政改革を徹底する。 

財政健全化の「旗」を下ろさず、これまでの財政健全化目標に取り組む。経済あっての

財政であり、現行の目標年度により、状況に応じたマクロ経済政策の選択肢が歪められて

はならない。必要な政策対応と財政健全化目標に取り組むことは決して矛盾するものでは

ない。経済をしっかり立て直し、そして財政健全化に向けて取り組んでいく。ただし、最

近の物価高の影響を始め、内外の経済情勢等を常に注視していく必要がある。このため、

状況に応じ必要な検証を行っていく。 

こうした取組を通じ、今後、高齢化246、人口減少が進む中においても、経済・財政・社会

保障が一体で持続可能なものとしていく。 

 

（中期的な経済財政の枠組みの検討等） 

経済成長率の目標、財政健全化目標等の新経済・財政再生計画等で定めた経済財政の枠

組みに沿って、経済と財政の相互の関係性を十分考慮し、経済再生と財政健全化の同時達

成を目指す経済・財政一体改革に取り組む。多年度にわたる計画的な投資については財源

も一体的に検討し歳出と歳入を多年度でバランスさせるとともに、経常的歳出について毎

年の税収等で着実に賄われる構造の実現に向けた取組を進める。また、中期的な経済財政

の枠組みの策定に向け、経済・財政一体改革の進捗について2024年度に点検・検証を実施

するとともに、デジタル時代の行財政改革を見据え、「成長と分配の好循環の実現」の進

捗を示す指標の在り方、好循環実現に向けた民間投資喚起の仕組み、経済再生と財政健全

化の両立の枠組みなどについて検討を進める。 

厳しい財政状況の中、多年度にわたる重要政策課題に取り組むための財源を確保するた

め、現行制度の効率性を最大限高める。特に、コロナ関係予算で積み上がった基金や政府

資産については、資金の有効活用、計画的な使用見通しの精査、余剰金の国庫返納、ＥＢ

ＰＭの徹底を進める。原則として、多年度にわたる計画的な投資、一定規模以上の基金に

ついて、財源の一体的検討、政策効果の発現見通しや財源調達の経済への影響等の明確化

を図る。 

 

（中長期の経済財政の展望とその評価・分析の充実） 

中期的な経済財政枠組みの検討に当たり、経済シナリオの位置付けや政策効果の発現の

仕方など中長期の経済財政の展望の分析を拡充247するとともに、将来の不確実性を考慮し

た、リスクの評価、感応度分析の充実など、対外発信する情報を拡充する。また、「成長

                         
246 2025年には「団塊の世代」の全員が75歳以上となり、65歳以上が人口の３割程度を占める見込み。 
247 経済が足下の潜在成長率並みで将来にわたって推移する姿に対して、政府が取り組んでいる施策の効果が発現した姿とそ
のために必要な政策の考え方を説明するなど。 
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と分配の好循環」の実現状況を各種指標248から検証する。こうした取組について、経済財

政諮問会議において、半年ごとの中長期試算249公表時における随時の検証及び概ね３年を

目途とする包括的な検証を行うことを通じ、短期・中期のそれぞれの視点から、政策手法

の改善・強化、必要となる政策対応等に結び付ける。 

 

（効果的・効率的な支出の推進とＥＢＰＭの徹底強化） 

持続的な経済成長を実現するためには、全体最適を目指した資源配分が重要であり、歳

出全体を通じた優先順位の明確化や、成果指向の支出の徹底が必要である。 

このため、ＥＢＰＭの取組の徹底強化に当たっては、あらゆる予算事項について、事後

的な検証が可能な形で事前にＫＰＩの設定と政策効果を検証するためのエビデンス・成果

の提出を求め、政策の優先順位の見える化を進める。特に、本年度の予算編成過程からＥ

ＢＰＭを導入した行政事業レビューシートを積極的に活用することで、全ての予算事業に

共通して基礎的なＥＢＰＭを導入する。また、エビデンスによって効果が裏付けられた政

策やエビデンスを構築するためのデータ収集・整備250等の拡充を図る。 

ＥＢＰＭの裾野の拡大が図られる中、その成果も踏まえ、経済・財政一体改革のこれま

での取組を通じて十分に進捗していない重要課題に関する評価・分析を進めるとともに、

予算規模・政策体系等を踏まえてメリハリのあるＰＤＣＡを実行し、本年末に新経済・財

政再生計画改革工程表を改定する。その改定に当たっては、防衛、ＧＸ、こども政策を始

め、新たな拡充を要する課題について、効果的・効率的な支出の徹底を図るべくエビデン

スに基づくＰＤＣＡを早急に構築する。加えて、政府の各種の基本計画等におけるＫＰＩ

へのWell-being指標の導入を加速するとともに、こどもに着目した指標の在り方について

検討する。さらに、地方自治体におけるWell-being指標の活用を促進する。 

予算の単年度主義の弊害是正に向け、重要な政策課題に多年度にわたって取り組む基金

について、ＥＢＰＭの手法を前提としたＰＤＣＡの取組の推進や、基金シートの活用を通

じて、基金の特性をいかしつつ、効果的・効率的な支出の徹底や民間の予見可能性の向上、

官民連携の推進、事業の効果の見える化・最大化、事業の終了予定時期の設定等を図る。

これらの取組を含め、2024年度に実施する経済・財政一体改革の進捗に関する点検・検証

に向けて、評価・分析の強化・拡充を図る。 

公的統計のＤＸを進め、品質向上と調査票情報の二次的利用の迅速化を行う。また、行

政保有データの利活用の在り方に関する検討を進める。 

 

（税制改革） 

経済成長と財政健全化の両立を図るとともに、少子高齢化、グローバル化等の経済社会

の構造変化に対応したあるべき税制の具体化に向け、包括的な検討を進める。 

骨太方針2022等も踏まえ、応能負担を通じた再分配機能の向上・格差の固定化防止を図

りつつ、公平かつ多様な働き方等に中立的で、デジタル社会にふさわしい税制を構築し、

                         
248 １人当たり実質ＧＤＰ、Well-being（生活満足度）、１人当たり賃金・俸給（あるいは雇用者報酬）、中間所得層の構成
割合など。 
249 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」。 
250 国際基準でのデータ整備・公表の早期化を含む（例えば、OECD Health Expenditure）。 
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経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を確保するため、税体系全般の見直しを推進する。

納税環境の整備と適正・公平な課税の実現の観点から制度及び執行体制の両面からの取組

を強化するとともに、新たな国際課税ルールへの対応を進める。 

 

２．持続可能な社会保障制度の構築  

日本が本格的な「少子高齢化・人口減少時代」を迎える歴史的転換期において、今後の

人口動態の変化や経済社会の変容を見据えつつ、目指すべき将来の方向として、「少子化・

人口減少」の流れを変えるとともに、分厚い中間層を形成し、これからも続く「超高齢社

会」に備えて持続可能な社会保障制度を構築する必要がある。第２章３「少子化対策・こ

ども政策の抜本強化」に基づく対策を着実に推進し、現役世代の消費活性化による成長と

分配の好循環を実現していくためには、医療・介護等の不断の改革により、ワイズスペン

ディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制することが極めて重要である。このため、全

ての世代で能力に応じて負担し支え合い、必要な社会保障サービスが必要な方に適切に提

供される全世代型社会保障の実現に向けて、改革の工程251の具体化を進めていく。また、

これらに基づいて、最新の将来推計人口や働き方の変化等を踏まえた上で、給付・負担の

新たな将来見通しを示すものとする。 

 

（社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進） 

医療・介護サービスの提供体制については、今後の高齢者人口の更なる増加と人口減少

に対応し、限りある資源を有効に活用しながら質の高い医療介護サービスを必要に応じて

受けることのできる体制を確保する観点から、医療の機能分化と連携の更なる推進、医療・

介護人材の確保・育成、働き方改革、医療・介護ニーズの変化やデジタル技術の著しい進

展に対応した改革を早期に進める必要がある。 

このため、１人当たり医療費の地域差半減に向けて、都道府県が地域の実情に応じて地

域差がある医療への対応などの医療費適正化に取り組み、引き続き都道府県の責務の明確

化等に関し必要な法制上の措置を含め地域医療構想を推進するとともに、都道府県のガバ

ナンス強化252、かかりつけ医機能が発揮される制度整備の実効性を伴う着実な推進、地域

医療連携推進法人制度の有効活用、地域で安全に分娩できる周産期医療の確保、ドクター

ヘリの推進、救急医療体制の確保、訪問看護の推進、医療法人等の経営情報に関する全国

的なデータベースの構築を図る。実効性のある医師偏在対策、医療専門職のタスク・シフ

ト/シェア、薬局薬剤師の対人業務の充実、対物業務の効率化、地域における他職種の連携

等を推進する。その中で、医師が不足する地域への大学病院からの医師の派遣の継続を推

進する。また、関係者・関係機関の更なる対応253により、リフィル処方の活用を進める。 

医療ＤＸ推進本部において策定した工程表254に基づき、医療ＤＸの推進に向けた取組に

ついて必要な支援を行いつつ政府を挙げて確実に実現する。マイナンバーカードによるオ

                         
251 「全世代型社会保障の構築に向けた取組について」（令和４年12月16日全世代型社会保障構築本部決定）に基づく給付と
負担の在り方を含めた工程。 
252 中長期的課題として、現在広域連合による事務処理が行われている後期高齢者医療制度の在り方、生活保護受給者の国保
及び後期高齢者医療制度への加入を含めた医療扶助の在り方の検討を深めることなどを含む。 
253 保険者、都道府県、医師、薬剤師などの必要な取組を検討し、実施する。 
254 「医療ＤＸの推進に関する工程表」（令和５年６月２日医療ＤＸ推進本部決定）。 
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ンライン資格確認の用途拡大や正確なデータ登録の取組を進め、2024年秋に健康保険証を

廃止する。レセプト・特定健診情報等に加え、介護保険、母子保健、予防接種、電子処方

箋、電子カルテ等の医療介護全般にわたる情報を共有・交換できる「全国医療情報プラッ

トフォーム」の創設及び電子カルテ情報の標準化等を進めるとともに、ＰＨＲとして本人

が検査結果等を確認し、自らの健康づくりに活用できる仕組みを整備する。その他、新し

い医療技術の開発や創薬のための医療情報の二次利活用、「診療報酬改定ＤＸ」による医

療機関等の間接コスト等の軽減を進める。その際、医療ＤＸに関連するシステム開発・運

用主体の体制整備、電子処方箋の全国的な普及拡大に向けた環境整備、標準型電子カルテ

の整備、医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策等を着実に実施する。 

健康寿命を延伸し、高齢者の労働参加を拡大するためにも、健康づくり・予防・重症化

予防を強化し、デジタル技術を活用したヘルスケアイノベーションの推進やデジタルヘル

スを含めた医療分野のスタートアップへの伴走支援などの環境整備に取り組むとともに、

第３期データヘルス計画を見据え、エビデンスに基づく保健事業255を推進する。リハビリ

テーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進を図る。全身の健康と口腔の健康に関す

る科学的根拠の集積・活用と国民への適切な情報提供、生涯を通じた歯科健診（いわゆる

国民皆歯科健診）に向けた取組の推進、オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防につな

がる歯科専門職による口腔健康管理の充実、歯科医療機関・医科歯科連携を始めとする関

係職種間・関係機関間の連携、歯科衛生士・歯科技工士等の人材確保の必要性を踏まえた

対応、歯科技工を含む歯科領域におけるＩＣＴの活用を推進し、歯科保健医療提供体制の

構築と強化に取り組む。また、市場価格に左右されない歯科用材料の導入を推進する。計

画256に基づき、がんの早期発見・早期治療のためのリスクに応じたがん検診の実施や適切

な時機でのがん遺伝子パネル検査の実施、小児がん等に係る治療薬へのアクセス改善など

のがん対策及び循環器病対策を推進する。また、難聴対策、難病対策、移植医療対策257、

慢性腎臓病対策、アレルギー疾患対策、メンタルヘルス対策、栄養対策等を着実に推進す

る。 

創薬力強化に向けて、革新的な医薬品、医療機器、再生医療等製品の開発強化、研究開

発型のビジネスモデルへの転換促進等を行うため、保険収載時を始めとするイノベーショ

ンの適切な評価などの更なる薬価上の措置、全ゲノム解析等に係る計画258の推進を通じた

情報基盤259の整備や患者への還元等の解析結果の利活用に係る体制整備、大学発を含むス

タートアップへの伴走支援、臨床開発・薬事規制調和に向けたアジア拠点の強化、国際共

同治験に参加するための日本人データの要否の整理、小児用・希少疾病用等の未承認薬の

解消に向けた薬事上の措置と承認審査体制の強化等を推進する。これらにより、ドラッグ

ラグ・ドラッグロスの問題に対応する。さらに、新規モダリティへの投資や国際展開を推

                         
255 予防・重症化予防・健康づくりの政策効果に関する大規模実証事業を活用する。 
256 「がん対策推進基本計画」（令和５年３月28日閣議決定）及び「循環器病対策推進基本計画」（令和５年３月28日閣議決
定）。 
257 臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言2018年版において、「各国は臓器提供と臓器移植の自給自足の達
成に努めるべきである」等とされたことを踏まえ、国内の移植医療を推進する。 
258 「全ゲノム解析等実行計画2022」（令和４年９月30日厚生労働省）。 
259 マルチオミックス（網羅的な生体分子についての情報）解析の結果と臨床情報を含む。 
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進するため、政府全体の司令塔機能の下で、総合的な戦略を作成する。医療保険財政の中

で、こうしたイノベーションを推進するため260、長期収載品261等の自己負担の在り方の見

直し、検討を進める。大麻に関する制度を見直し、大麻由来医薬品の利用等に向けた必要

な環境整備を行うほか、ＯＴＣ医薬品・ＯＴＣ検査薬の拡大に向けた検討等によるセルフ

メディケーションの推進、バイオシミラーの使用促進等、医療上の必要性を踏まえた後発

医薬品を始めとする医薬品の安定供給確保、後発医薬品の産業構造の見直し、プログラム

医療機器の実用化促進に向けた承認審査体制の強化を図る。また、総合的な認知症施策を

進める中で、認知症治療の研究開発を推進する。献血への理解を深める262とともに、血液

製剤263の国内自給、安定的な確保及び適正な使用の推進を図る。 

急速な高齢化が見込まれる中で、医療機関の連携、介護サービス事業者の介護ロボット・

ＩＣＴ機器導入や協働化・大規模化、保有資産の状況なども踏まえた経営状況の見える化

を推進した上で、賃上げや業務負担軽減が適切に図られるよう取り組む264。介護保険料の

上昇を抑えるため、利用者負担の一定以上所得の範囲の取扱いなどについて検討を行い、

年末までに結論を得る265。介護保険外サービスの利用促進に係る環境整備を図る。 

医療介護分野における職業紹介について、関係機関が連携して、公的な職業紹介の機能

の強化に取り組むとともに、有料職業紹介事業の適正化に向けた指導監督や事例の周知を

行う。 

次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定においては、物価高騰・

賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負担・

保険料負担への影響を踏まえ、患者・利用者が必要なサービスが受けられるよう、必要な

対応を行う。その際、第５章２における「令和６年度予算編成に向けた考え方」266を踏ま

えつつ、持続可能な社会保障制度の構築に向けて、当面直面する地域包括ケアシステムの

更なる推進のための医療・介護・障害サービスの連携等の課題とともに、以上に掲げた医

療・介護分野の課題について効果的・効率的に対応する観点から検討を行う。 

勤労者皆保険の実現、年齢や性別にかかわらず働き方に中立的な社会保障制度の構築に

向け、企業規模要件の撤廃など短時間労働者への被用者保険の適用拡大、常時５人以上を

使用する個人事業所の非適用業種の解消等について次期年金制度改正に向けて検討するほ

か、いわゆる「年収の壁」について、当面の対応として被用者が新たに106万円の壁を超え

ても手取りの逆転を生じさせない取組の支援などを本年中に決定した上で実行し、さらに、

                         
260 ＧＤＰに占める日本の医薬品等の支出は他の先進国よりも高い一方、世界の医療用医薬品の販売額における日本国内の販
売額のシェアは低下しており、こうした状況の中で国民負担の軽減とイノベーションの推進を両立する観点から、中長期的
な薬剤費の在り方の議論も含めて、取組を進める必要がある。 
261 後発医薬品への置換えは数量ベースで約８割に達しようとしているが、金額ベースでは約４割と諸外国と比較しても低い
水準。 
262 小中学校現場での献血推進活動を含む。 
263 輸血用血液製剤及びグロブリン製剤、フィブリノゲン製剤等血漿分画製剤。 
264 「介護職員の働く環境改善に向けた取組について」（令和４年12月23日全世代型社会保障構築本部決定）では、現場で働
く職員の残業の縮減や給与改善などを行うため、介護ロボット・ＩＣＴ機器の導入や経営の見える化、事務手続や添付書類
の簡素化、行政手続の原則デジタル化等による経営改善や生産性の向上が必要であるとされており、取組を推進する。 
265 「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和４年12月20日社会保障審議会介護保険部会）では、利用者負担の一定以上
所得の判断基準のほか、１号保険料の在り方や多床室の室料負担について、2024年度から始まる次期介護保険事業計画に向
けて結論を得ることとされた。 
266 第５章２②で引用されている骨太方針2021においては、社会保障関係費について、基盤強化期間における方針、経済・物
価動向等を踏まえ、その方針を継続することとされている。 
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制度の見直しに取り組む。 

 

３．生産性を高め経済社会を支える社会資本整備  

中小建設企業等におけるＩＣＴ施工やＢＩＭ／ＣＩＭ 267の普及拡大等によるi-

Constructionの推進、ドローン・センサネットワーク等による管理の高度化、国土交通デ

ータプラットフォーム等によるインフラデータのオープン化・連携拡充、行政手続のオン

ライン化の徹底等により、生産性を高めるインフラＤＸを加速する。 

広域的・戦略的なインフラマネジメントの実施、新技術・デジタルの活用促進等により、

予防保全型メンテナンスへの本格転換や高度化・効率化、公的ストック適正化を推進する。

各地域において広域的・戦略的なインフラマネジメントの取組が進むよう、具体的な手法
268の検討を進める。既存の国有財産についても有効に活用する。また、受益者負担や適切

な維持管理の観点から、財源対策等について検討を行う。我が国の重要かつ基幹的な道路

である高速道路について、改正法269等により更新事業等を確実に実施する。 

空き家対策について、災害対策上の重要性も踏まえ、改正法270等により、空き家の発生

抑制や利活用、適切な管理、除却等の総合的な取組を進める。基本方針271等に基づき、地

籍調査や法務局地図作成等272を含む所有者不明土地等対策を進めるとともに、空き家対策

と所有者不明土地等対策を一体的・総合的に推進する273。また、マンションの長寿命化と

再生の円滑化を推進する。 

健全な水循環の維持・回復により、安定的な水供給の確保を図る。あわせて、水道整備・

管理行政について、改正法274に基づき、上下水道一体で取り組む体制を構築275し、機能強化

を図るなど、総合的な水行政を推進する276。 

国内投資の拡大、生産性向上、災害対応力の強化等に資するよう、費用便益分析の客観

性・透明性の向上を図りつつ、ストック効果の高い事業への重点化を図る。 

公共事業の効率化等を図るとともに、民間事業者が安心して設備投資や人材育成を行う

ことができるよう、中長期的な見通しの下、安定的・持続的な公共投資を推進しつつ、戦

略的・計画的な取組を進める。その際、現下の資材価格の高騰の状況等を注視しながら適

切な価格転嫁が進むよう促した上で今後も必要な事業量を確保しつつ、実効性のあるＰＤ

ＣＡサイクルを回しながら、社会資本整備を着実に進める。 

持続可能な建設業の実現に向け、建設資材価格の変動への対応、建設キャリアアップシ

ステムも活用した処遇改善、現場技能者への賃金支払の適正化、建設工事における安全管

                         
267 Building/Construction Information Modeling, Managementの略。３次元モデルの導入等により、関係者のデータ活用・
共有を容易にし、事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図ること。 
268 広域・複数・多分野のインフラを群として捉え、一定の考え方に基づき、実効性のあるマネジメントを進めるための手法。 
269 道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律（令和５年法律第43号）。 
270 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第50号）。 
271「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針｣（令和５年６月６日所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議
決定）。 
272 令和３年改正民事基本法制による相続登記の申請義務化等に向けた国民への周知・広報、相談体制の強化を始めとする対
応強化等。 
273 マイナンバーの今後の利用範囲拡大や不動産登記法改正（令和３年法律第24号）の施行状況等を踏まえながら、登記とマ
イナンバーの紐付けも検討。 
274 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（令和５年法律第36号）。 
275 現場支援を担う地方整備局等の体制整備を含む。 
276 あわせて、地域の実情も踏まえ、浄化槽を含む汚水処理施設の利活用を推進。 
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理の徹底等により、建設産業の賃上げ及び担い手の確保・育成を図る277。 

公共サービスを効率的かつ効果的に提供するＰＰＰ／ＰＦＩ278について、改定アクショ

ンプラン279に基づき、各重点分野における事業件数目標の達成と上積みを視野に、取組を

推進する280。空港、スタジアム・アリーナ、文化施設等の重点分野への公共施設等運営事

業等の事業化支援を継続しつつ、ＧＸに貢献する再生可能エネルギー分野を始めとする新

領域の開拓と案件形成を図る。上下水道の所管の一元化を見据えたウォーターＰＰＰ281や、

スモールコンセッション282、ＬＡＢＶ283等のスキームを確立し、導入拡大を図る。地域社

会・経済に貢献するローカルＰＦＩの確立と普及に向け、ＰＦＩ推進機構の機能も活用し

つつ、地域プラットフォームの拡充に取り組む。 

 

４．国と地方の新たな役割分担等 

社会全体におけるＤＸの進展及び感染症対応で直面した課題等を踏まえ、ポストコロナ

の経済社会に的確に対応する観点から、必要な地方制度の在り方について、法整備を視野

に入れつつ検討を進める。具体的には、地方制度調査会の調査審議を通じて、国・地方間、

東京圏等の大都市圏を含む地方自治体間の役割分担を明確化し、連携・協力の実効性を高

めるための対応について、検討を行う。 

国・地方を通じた効率的・効果的な計画行政を推進するため、各府省は、地方に係る制

度の検討に当たっては、まず、計画以外の形式を検討する。その上で、計画によらざるを

得ないと考える場合には、あらかじめ地方六団体に説明を行い、理解を得るよう努めるこ

ととする。既存計画については、統廃合や事務負担の軽減を行うとともに、毎年、見直し

の進捗状況を公表する。内閣府は、各府省の六団体への説明に先立ち、各府省からの事前

相談に応じ必要な支援を行う。進捗状況や新たに生じる課題を踏まえ、各府省に必要な対

応を促す。 

新型コロナウイルス感染症の感染症法における位置付けの変更を踏まえて、地方財政の

歳出構造について平時に戻す。感染症対応として実施された地方創生臨時交付金について、

内容の見える化を徹底の上、その効果・効率性についての検証作業を将来の危機対応にい

かすことも見据えて行う。 

また、東京一極集中が続く中、行政サービスの地域間格差が過度に生じないよう、地方

自治体間の税収の偏在状況や財政力格差の調整状況等を踏まえつつ、税源の偏在性が小さ

く税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組む。 

デジタル技術の活用等による地方自治体の業務効率化や、公営企業の経営戦略改定の更

なる推進など、改革工程表に沿って地方行財政改革に着実に取り組む。 

                         
277 公的評価を支える不動産鑑定士の処遇改善についても検討。 
278 民間の資金・ノウハウを公共施設等の建設、維持管理、運営等に活用する手法。自律的な展開基盤の早期形成のため、2022
～2026年度を重点実行期間としている。 
279「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（令和５年改定版）」（令和５年６月２日民間資金等活用事業推進会議決定）。 
280 重点分野で従来の計70件に加え、2031年度までに計575件の新たなターゲットを設定。 
281 上水道・下水道・工業用水道の水道３分野において、公共施設等運営事業及び当該事業に段階的に移行するための官民連
携方式を導入するもの。 
282 空き家等の既存ストック等を活用して地域活性化を図る小規模なコンセッション等事業。 
283 地方公共団体等が公的不動産を現物出資して民間事業者と新たな事業体を設立し、公的不動産の有効活用を図る方式。 
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５．経済社会の活力を支える教育・研究活動の推進 

（質の高い公教育の再生等） 

持続可能な社会づくりを見据え、多様なこどもたちの特性や少子化の急速な進展など地

域の実情等を踏まえ、誰一人取り残されず、可能性を最大限に引き出す学びを通じ、個人

と社会全体のWell-beingの向上を目指す284。このため、こどもを安心して任せることがで

きるよう、教育ＤＸ285におけるリアルとデジタルの最適な組合せの観点も踏まえ、「教育

振興基本計画」286等に基づき、客観的な根拠287を重視したＰＤＣＡサイクルを推進しつつ、

主体的に調整できる個別最適な学びと協働的な学びの実現を始め、世界に冠たる令和型の

質の高い公教育の再生に向けて、教育の質の向上に総合的に取り組む。 

教職の魅力向上等を通じ、志ある優れた教師の発掘・確保に全力で取り組む。教師が安

心して本務に集中し、志気高く誇りを持ってこどもに向き合うことができるよう、教員勤

務実態調査の結果等を踏まえ、働き方改革の更なる加速化、処遇改善、指導・運営体制の

充実288、育成支援289を一体的に進める。教師の時間外在校等時間の上限290を定めている指針

の実効性向上に向けた具体的検討、コミュニティ・スクール等も活用した社会全体の理解

の醸成や慣習にとらわれない廃止等を含む学校・教師が担う業務の適正化等291を推進する。

我が国の未来を拓くこどもたちを育てるという崇高な使命と高度な専門性・裁量性を有す

る専門職である教職の特殊性や人材確保法292の趣旨、喫緊の課題である教師不足解消の必

要性等を踏まえ、真に頑張っている教師が報われるよう、教職調整額の水準や新たな手当の

創設を含めた各種手当の見直しなど、職務の負荷に応じたメリハリある給与体系の改善を行う

など、給特法293等の法制的な枠組みを含め、具体的な制度設計の検討を進め、教師の処遇を

抜本的に見直す。35人学級等についての小学校における多面的な効果検証等を踏まえつつ、

中学校を含め、学校の望ましい教育環境や指導体制を構築していく。これらの一連の施策

を安定的な財源を確保しつつ、2024年度から３年間を集中改革期間とし、スピード感を持

って、2024年度から小学校高学年の教科担任制の強化や教員業務支援員の小・中学校への

配置拡大を速やかに進めるとともに、2024年度中の給特法改正案の国会提出を検討するな

ど、少子化が進展する中で、複雑化・多様化する課題に適切に対応するため、計画的・段階

的に進める。 

ＧＩＧＡスクール構想について、次のフェーズに向けて周辺環境整備を含め、ＩＣＴ294

の利活用を日常化させ、人と人の触れ合いの重要性や発達段階、個人情報保護や健康管理

等に留意しながら、誰一人取り残されない教育の一層の推進や情報活用能力の育成など学

                         
284 自己肯定感など獲得的要素と人とのつながりなど関係性に基づく協調的要素との双方や、教師等のWell-beingを含む。 
285 デジタル技術を活用した教育活動や学校運営等の効果的・効率的な推進と新たな価値の創出を指す。 
286 令和５年６月16日閣議決定。 
287 教育データの利活用を含む。 
288 効率的な巡回指導等による通級指導体制の充実、多様な支援スタッフの確保・活用等の推進を含む。 
289 心理・福祉等の特定分野における強みなど多様な専門性を有する教職員集団の構築に向けた免許制度改革、大学と教育委
員会による教員養成課程の見直しや地域枠の設定、奨学金の返還支援に係る速やかな検討、特別免許状等の活用を含む教師
の養成・採用、長期間職務を離れた者を含む高度専門職としての学びやキャリア形成の充実を含む研修・研さん機会の高度
化等の一体的改革の推進。 
290 月45時間以内等。 
291 働き方改革の取組状況の見える化、校務ＤＸ化による業務効率化を含む。 
292 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法（昭和49年法律第２号）。 
293 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法律第77号）。 
294 デジタル教科書・教材・ソフトウェアやEdTech、ＭＥＸＣＢＴを含む。 
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びの変革、校務改善につなげるため、運営支援センターの全国的な設置促進・機能強化等

徹底的な伴走支援の強化により、家庭環境や利活用状況・指導力の格差解消、好事例の創

出・展開を本格的に進める。各地方公共団体による維持・更新に係る持続的な利活用計画
295の状況を検証しつつ、国策として推進するＧＩＧＡスクール構想の１人１台端末につい

て、公教育の必須ツールとして、更新を着実に進める。 

安心して柔軟に学べる多様な学びの場の環境整備を強化する。非認知能力の育成に向け、

幼児期及び幼保小接続期の教育・保育の質的向上、豊かな感性や創造性を育む文化芸術、

スポーツ、自然等の体験活動や読書活動を推進する。栄養教諭を中核とした食育を推進す

る。地域を始め社会の多様な専門性を有する大人や関係機関が協働してきめ細かく教育に

関わるチーム学校との考え方の下、地域と連携したコミュニティ・スクールの導入を加速

するとともに、ＩＣＴも効果的に活用し、ＮＰＯ等とも連携した不登校対策や重大ないじ

め・自殺への対応、特異な才能への対応やインクルーシブな学校運営モデルの構築など特

別支援教育の充実296等を図る。その際、不登校特例校297や学校内外の教育支援センター298、

夜間中学の全国的な設置促進・機能強化、養護教諭の支援体制の推進、ＳＣ・ＳＳＷ299等

の配置促進、こうした専門家や警察にいつでも相談できる環境の整備や福祉との連携を含

む組織的な早期対応等300を図る301。産業界と連携したキャリア教育・職業教育302の推進、体

力や視力低下の歯止めをかける対策の強化、部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行
303、在外教育施設の機能強化304を含め、新しい時代の学び305の実現に向けた環境を整備306し

つつ、セーフティプロモーションスクール307の考え方を取り入れた学校安全を推進する。 

家庭の経済事情にかかわらず、誰もが学ぶことができるよう、安定的な財源を確保しつ

つ、高等教育費の負担軽減を着実に進める。2024年度から、授業料等減免及び給付型奨学

金の多子世帯や理工農系の学生等の中間層への拡大、大学院修士段階における授業料後払

い制度の創設及び本格導入に向けた更なる検討、貸与型奨学金における減額返還制度の年

収要件等の柔軟化による拡充を図るとともに、多子世帯の学生等に対する授業料等減免に

ついて、執行状況や財源等を踏まえつつ、更なる支援拡充を検討し、必要な措置を講ずる。

地方自治体や企業による奨学金返還支援など多様な学生支援の取組の促進、初等中等教育

段階も含めた関係者への周知等を図る。 

 

                         
295 「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」（令和元年12月５日閣議決定）に基づく。 
296 特別支援学級との適切な選択など、通級による指導の円滑な運用等を含む。 
297 早期に各都道府県・政令指定都市に１校以上、将来的には分教室型も含め全国で300校の設置を目指す。 
298 スペシャルサポートルームを含む。 
299 ＳＣ：スクールカウンセラー、ＳＳＷ：スクールソーシャルワーカー。 
300 端末を活用した兆候の早期発見、保護者の会など保護者への支援やデータ連携も活用したプッシュ型の支援、教室外の学
習成果の成績反映を促すための法令上の措置、学校の風土の見える化等を含む。 
301 「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（ＣＯＣＯＬＯプラン）」（令和５年３月31日文部科学大臣決定）
に基づく。 
302 専門高校や高等専修学校等における取組。 
303 部活動指導員を含む指導者の確保、コーディネーターの配置を含む運営団体・実施主体等の体制整備、参加費用負担への
支援等の課題を踏まえた環境整備等。 
304 在留邦人の子の学びの保障、国内同等の学びの環境整備、在外教育施設ならではの教育の充実を旨とする。 
305 初等中等教育段階からの探究学習・プログラミングを含むＳＴＥＡＭ教育・起業家（アントレプレナーシップ）教育等の
抜本強化、義務教育段階におけるデジタルものづくり等の創造的な教育の推進を含む。 
306 教育環境向上と老朽化対策を一体的に行う長寿命化・脱炭素化改修や防災機能の強化、特別支援学校の教室不足解消に向
けた取組等を含む計画的・効率的な整備等。 
307 学校安全について、組織的・計画的に地域等と連携し、実践・改善を継続するものとして認証された学校。 
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（研究の質を高める仕組みの構築等） 

官民連携による持続可能な経済社会の実現に向け、「第６期科学技術・イノベーション

基本計画」及び分野別戦略308等を着実に実行する309。破壊的イノベーションの創出に向け、

林立・複雑化した研究資金を不断に見直しつつ、基礎研究や、初期の失敗を許容し長期に

成果を求める研究開発助成制度310を、ステージゲート等の評価を着実に行いながら、更に

充実・推進する。教育・研究・ガバナンスの一体的改革を推進し、改革インセンティブと

なる大学へのメリハリある重点配分と不断の検証や大学運営業務の合理化等を通じ、若手

研究者やテニュアトラックの増加等につなげる。研究の質や生産性の向上を目指し、国際

性向上や人材の円滑な移動の促進、大型研究施設の官民共同の仕組み等による戦略的な整

備・活用・高度化の推進311、情報インフラの活用を含む研究ＤＸの推進、大学病院の教育・

研究・診療機能の質の担保を含む勤務する医師の働き方改革の推進等312を図る。研究開発

成果の社会実装と国際市場獲得のため、標準活用戦略を加速する。 

日本学術会議の見直しについては、これまでの経緯を踏まえ、国から独立した法人とす

る案等を俎上
そ じ ょ う

に載せて議論し、早期に結論を得る。 

 

 

第５章 当面の経済財政運営と令和６年度予算編成に向けた考え方 
 

１．当面の経済財政運営について 

我が国経済は、コロナ禍から経済社会活動の正常化が進み、緩やかに回復している。一

方で、世界的な物価高騰とそれに対応する各国金融引締めによる海外景気の下振れリスク、

金融資本市場の変動が我が国経済に与える影響に十分注意する必要がある。 

こうした経済環境の下、当面の経済財政運営については、足下の物価高や世界経済の減

速等による我が国経済の下振れリスクに万全の対応を図りつつ、持続的な成長と分配の好

循環の実現に向けて、国内投資の拡大や研究開発の促進による生産性の向上とともに、価

格転嫁を通じたマークアップ率の確保による賃上げを車の両輪として一体的に進める。 

このため、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策313」及びそれを具体化す

る令和４年度第２次補正予算、「物価・賃金・生活総合対策本部」で取りまとめたエネル

ギー・食料品等に関する追加策、並びに令和５年度予算の迅速かつ着実な執行に全力を尽

くしつつ、物価や経済の動向を踏まえ、今後も機動的に対応していく。あわせて、人への

投資の抜本強化、労働移動の円滑化、労務費も含めた価格転嫁対策の強化等により「構造

的賃上げ」の実現に取り組むとともに、本基本方針で示した重点分野への官民連携投資を

                         
308 「第６期科学技術・イノベーション基本計画」（令和３年３月26日閣議決定）において、ＡＩ、バイオテクノロジー、量
子、マテリアル、環境エネルギー、安全・安心、健康・医療、宇宙、海洋、食料・農林水産業が戦略的な重要分野として位置
付けられている。また、「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」や「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推
進アクションプラン」に基づく取組を推進する。 
309 科学技術予算の計画的計上や基金の効率的活用を含む。 
310 ムーンショット型研究開発制度、創発的研究支援事業等。 
311 生物・医学、素粒子物理学、天文学、情報学といった、世界の学術フロンティアなどを先導する国際的なものを含む。 
312 施設・設備・機器の共用化、スーパーコンピュータとの組合せを含む国産量子コンピュータ等の利活用促進、科学研究費
助成事業（科研費）の基金化を含む研究活動の柔軟性を高める競争的研究費の一体的改革、研究を支えるマネジメント・支
援人材の活用促進等。 
313 令和４年10月28日閣議決定。 
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実行することにより、潜在成長率の引上げを図る。 

 

２．令和６年度予算編成に向けた考え方 

① 前述の情勢認識を踏まえ、持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化を進め、日

本経済を本格的な経済回復、そして新たな経済成長の軌道に乗せていく。 

② 令和６年度予算において、本方針、骨太方針2022及び骨太方針2021に基づき、経済・

財政一体改革を着実に推進する。 

  ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。 

③ 構造的賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本強

化を含めた新しい資本主義の加速や防衛力の抜本的強化を始めとした我が国を取り巻く

環境変化への対応など、重要政策課題に必要な予算措置を講ずること等により、メリハ

リの効いた予算編成とする。 

④ 新たな拡充を要する政策課題を含め、ＰＤＣＡやＥＢＰＭの取組を推進し、効果的・

効率的な支出（ワイズスペンディング）を徹底する。単年度主義の弊害是正に取り組み、

事業の性質に応じた基金の活用・事業効果の見える化、経済・財政一体改革における重

点課題への対応など中長期の視点に立った持続可能な経済財政運営や社会保障制度の構

築等を進める。 
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